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市
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そ
の
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徴

 

（
一
）
厚
狭
郡

　

長
門
国
厚
狭
郡
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
、
埴
生
浦
・

西
須
恵
村
刈
屋
浦
・
藤
曲
村
居
能
浦
の
三
ヶ
浦
で
あ
る
。

①
埴
生
浦

　

埴
生
浦
は
吉
田
宰
判
に
属
し
た
蔵
入
地
の
浦
方
で
あ
る
。
埴
生
浦
の
魚
糶
場

に
関
し
て
は
、
既
に
別
稿（
１
）で
詳
細
に
取
り
上
げ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
簡

単
に
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
て
お
く
。

　

近
世
期
の
埴
生
浦
の
魚
糶
場
は
化
政
期
頃
（
一
九
世
紀
初
頭
）
に
成
立
し
た

よ
う
だ
が
、
そ
の
大
き
な
特
徴
は
、
藩
へ
の
運
上
銀
入
札
額
の
多
寡
で
請
負
人

を
定
め
る
制
度
が
取
ら
れ
て
い
た
点
に
あ
る
。
明
治
期
に
入
り
税
制
が
変
わ
っ

た
事
で
、
運
上
銀
入
札
額
の
多
寡
で
請
負
人
を
選
定
す
る
方
式
は
無
く
な
っ
た

が
、
魚
糶
場
請
負
の
制
度
自
体
は
埴
生
浦
で
存
続
し
て
い
た
。
そ
の
請
負
年
限

も
、
藩
政
期
中
は
五
年
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
段
階
で
は
六
年
と
区
切

ら
れ
て
お
り
、
特
定
の
商
人
に
固
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味

で
、
埴
生
浦
の
魚
市
場
主
と
漁
民
の
関
係
は
時
限
的
な
契
約
に
過
ぎ
ず
、
日
本

海
地
域
の
よ
う
な
固
定
的
な
支
配
関
係
に
は
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
魚
糶
場
と
漁
民
の
関
係
は
、
口
銭
の
使
途
や
仕
入
の
在
り
方
に
反

映
さ
れ
て
い
る
。
藩
政
期
中
の
制
度
で
は
、
埴
生
浦
漁
民
は
こ
の
魚
糶
場
に
お

　
　
　
明
治
期
山
口
県
の
魚
市
場
慣
行
調
に
見
る
魚
問
屋
仕
入
制
度
の
諸
相
（
下
）

　
　
　
　
　
　
　

～
近
世
防
長
漁
業
の
内
部
構
造
・
地
域
類
型
解
明
の
手
が
か
り
と
し
て
～

�

木
　
部
　
和
　
昭
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い
て
漁
獲
物
販
売
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
請
負
人
は
そ
こ
で
徴
収
さ
れ
る
口
銭
の

内
か
ら
藩
へ
の
運
上
銀
を
上
納
し
た
。
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
請
負
運
上

銀
額
は
八
十
文
銭
五
貫
三
〇
〇
目
で
あ
り
、
か
な
り
高
額
で
あ
っ
た
。
こ
の
運

上
銀
の
中
か
ら
埴
生
浦
に
「
助
銀
」
が
還
元
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
埴
生
浦
の
振

興
・
救
恤
に
充
て
ら
れ
る
「
仕
組
金
」
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
明
治

十
七
年
に
市
場
営
業
人
と
漁
人
惣
代
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
定
約
証
書
で
は
、
魚

売
上
高
の
三
・
三
％
が
「
波
戸
負
債
金
」
の
償
還
に
充
て
ら
れ
、同
じ
く
一
・
二
％

が
「
浦
方
立
戻
シ
金
」
と
し
て
浦
方
に
返
金
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
藩

政
期
中
の
「
助
銀
」
の
性
格
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
口
銭
総
額
は
一
〇
％
だ
が
、

そ
こ
か
ら
上
記
の
費
目
を
支
払
い
、
三
・
三
％
を
市
場
税
等
上
納
に
充
当
し
た

結
果
、
市
場
営
業
人
の
手
元
に
残
る
利
益
は
三
・
五
％
で
あ
っ
た
。
口
銭
の
約

半
額
が
浦
方
に
還
元
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

仕
入
に
関
し
て
は
、
藩
政
期
中
は
漁
民
に
無
利
貸
米
（
先
述
し
た
越
年
米
と

推
定
）
を
、
明
治
期
に
は
漁
船
一
艘
ご
と
に
金
二
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
魚
糶
場
請

負
人
が
貸
与
し
て
い
た
。
た
だ
、
日
本
海
地
域
の
魚
市
場
と
比
較
す
る
と
、
そ

の
仕
入
は
き
わ
め
て
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
漁
民
の
仕
入
に
対
す
る
依
存
度

は
必
ず
し
も
高
く
は
な
か
っ
た
。

　

ま
た
埴
生
浦
で
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
は
す
で
に
、
魚
糶
場
を
通

さ
な
い
漁
獲
物
の
魚
仲
買
人
・
地
下
人
へ
の
「
直
売
」
が
横
行
す
る
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
代
官
所
（
藩
権
力
）
が
そ
れ
を
規
制
す
る
沙
汰
書
を
発
し
て
取
り
締

ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
漁
民
と
の
間
に
相
対
的
か
つ
時
限
的
な

契
約
関
係
を
結
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
魚
糶
場
請
負
人
に
直
売
り
・
抜
売
り
を

抑
止
す
る
力
は
な
く
、
藩
権
力
の
強
制
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、
埴
生
浦
漁
民
が
魚
糶
場
に
依
拠
し
な
く
て
も

独
自
に
販
路
を
確
保
し
得
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
漁
民
が
仕
入
・
魚
市
場
か
ら
あ
る
程
度
自
立
し
て
い
る
と

い
う
あ
り
方
は
、
実
は
瀬
戸
内
海
地
域
の
漁
村
・
魚
市
場
の
特
徴
で
も
あ
り
、

今
後
も
析
出
さ
れ
る
の
で
留
意
さ
れ
た
い
。

②
刈
屋
浦

　

刈
屋
浦
は
藩
政
期
中
に
は
船
木
宰
判
に
属
し
、
一
門
吉
敷
毛
利
家
の
給
領
地

で
あ
っ
た
。
隣
接
す
る
木
戸
（
城
戸
）
浦
と
あ
わ
せ
て
木
戸
・
刈
屋
浦
と
総
称

さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
こ
の
魚
市
場
も
木
戸
浦
の
魚
市
場
を
兼
ね
て
い
た
も
の

と
推
定
さ
れ
る
。

　

刈
屋
浦
魚
市
場
は
、
給
領
主
で
あ
る
吉
敷
毛
利
家
に
よ
っ
て
「
魚
糶
座
」
と

し
て
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
頃
に
創
設
さ
れ
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に

一
三
口
の
魚
糶
座
株
が
免
許
さ
れ
た
と
い
う
。
吉
敷
毛
利
家
に
対
し
て
は
、
年

に
八
十
文
銭
三
貫
目
の
運
上
を
上
納
し
、
ほ
か
に
増
株
が
出
来
な
い
契
約
だ
っ

た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
魚
糶
座
は
一
種
の
株
仲
間
組
織
で
あ
っ
た
。
給
領
主
に

よ
る
株
仲
間
設
定
と
高
額
な
運
上
銀
設
定
は
、
日
本
海
地
域
で
は
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
い
一
方
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
瀬
戸
内
海
地
域
の
浦
方
で
は
広
範
に
確

認
で
き
る
。
こ
れ
は
、
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
漁
民
の
自
立
度
が
高
い
た
め
、
領

主
権
力
に
よ
る
強
制
力
な
し
に
魚
糶
座
制
度
が
維
持
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示

唆
し
て
お
り
、
先
に
見
た
埴
生
浦
の
事
例
と
共
通
す
る
性
格
を
見
出
す
こ
と
が

二



で
き
る
。

　

こ
の
た
め
、
給
領
主
に
よ
る
支
配
が
終
焉
し
た
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
頃

に
は
、
木
戸
・
刈
屋
浦
の
一
部
の
漁
民
が
「
旧
魚
糶
場
株
主
ノ
株
券
ヲ
除
カ
ン

ガ
為
メ
」
に
争
論
を
起
こ
し
、
つ
い
に
は
浦
方
漁
民
を
二
分
し
て
山
口
藩
聴
訴

課
に
裁
決
を
仰
ぐ
事
件
も
発
生
し
て
い
る
。
争
論
は
結
局
、
第
十
二
大
区
々
長

の
内
済
に
よ
り
、
旧
魚
糶
場
株
主
と
漁
民
の
双
方
が
月
交
代
で
魚
糶
場
を
開
設

す
る
こ
と
で
決
着
し
、
明
治
六
年
の
魚
市
場
制
度
成
立
ま
で
そ
の
形
態
で
営
業

さ
れ
た
。
旧
魚
糶
場
に
対
し
て
漁
民
の
立
場
が
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

　

明
治
期
の
魚
市
場
制
度
で
は
、
木
戸
・
刈
屋
浦
の
漁
民
に
対
し
て
は
五
％
、

他
府
県
・
他
浦
の
漁
民
に
対
し
て
は
一
〇
％
の
口
銭
を
徴
収
す
る
取
り
決
め

だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
内
訳
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
仕
入
の
有
無
に
つ
い

て
も
記
載
は
な
い
。

　

明
治
期
の
注
目
す
べ
き
変
化
と
し
て
は
、「
村
内
名
望
者
ヲ
シ
テ
漁
人
・
商

估
ノ
間
手
数
料
麁
ナ
ル
ヲ
投
票
ナ
サ
シ
メ
」
て
魚
市
場
総
代
人
を
選
出
す
る
方

式
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
口
銭
額
の
よ
り
少
な
い
額

を
提
示
し
た
名
望
者
を
入
札
に
よ
っ
て
選
定
し
、
三
～
五
年
の
期
限
で
魚
市
場

を
請
負
わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。名
望
者
は
資
力
充
分
な
富
裕
層
で
あ
り
、

「
魚
市
場
総
代
人
ハ
漁
業
者
ノ
収
穫
金
ヲ
一
時
ニ
預
リ
置
ク
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
其

後
質
ト
シ
テ
相
当
ノ
地
所
ヲ
書
入
ナ
シ
タ
ル
証
書
ヲ
出
サ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
」

と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
請
負
方
式
は
、埴
生
浦
の
事
例
に
よ
く
似
て
お
り
、

領
主
権
力
の
強
制
力
が
喪
失
し
た
結
果
、
漁
民
と
魚
市
場
の
関
係
が
相
対
化
し

て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

調
書
に
は
「
漁
人
最
寄
ノ
場
所
即
チ
馬
関
及
ヒ
豊
前
中
津
ニ
テ
売
捌
キ
、
或

ハ
当
所
回
漕
店
ニ
持
出
ス
モ
ノ
之
ア
リ
」
と
い
う
記
載
も
あ
り
、
漁
民
が
魚
市

場
に
縛
ら
れ
ず
に
独
自
の
販
路
を
有
す
る
な
ど
、
魚
市
場
か
ら
の
自
立
性
を
高

め
て
い
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。

③
藤
曲
村
居
能
浦

　

居
能
浦
は
藤
曲
浦
前
面
に
築
造
さ
れ
た
江
ノ
内
開
作
に
あ
っ
た
浦
で
、
藤
曲

浦
か
ら
漁
民
が
移
住
し
て
成
立
し
た
漁
村
で
あ
る
。
船
木
宰
判
に
属
し
、
蔵
入

地
で
あ
っ
た
。

　

居
能
浦
の
魚
問
屋
は
、文
政
末
か
ら
天
保
初
年
頃
に
創
設
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、

詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
仕
入
の
有
無
や
旧
藩
時
の
慣
行
等
も
記
載
さ
れ
て
い
な

い
が
、
口
銭
六
％
の
内
、
一
％
を
「
公
立
学
費
尚
浦
方
ノ
諸
費
」
に
充
て
る
と

い
う
記
載
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
魚
市
場
に
お
け
る
口
銭
か
ら
、
浦
方
の
公

益
費
を
拠
出
す
る
方
式
は
、
埴
生
浦
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
二
）
吉
敷
郡

　

続
い
て
旧
周
防
国
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
吉
敷
郡

で
あ
る
。
吉
敷
郡
の
諸
浦
は
、
藩
政
期
に
は
小
郡
宰
判
に
所
属
し
て
い
た
。
こ

の
地
域
で
は
、藩
政
期
中
に
海
上
石
と
浦
屋
敷
石
が
設
定
さ
れ
て
い
た
「
本
浦
」

の
魚
市
場
に
見
る
べ
き
記
載
が
多
い
。

①
秋
穂
浦

三



　

秋
穂
浦
は
本
郷
村
に
属
す
る
浦
方
で
、
寄
組
・
井
原
家
の
給
領
地
で
あ
っ
た
。

秋
穂
浦
の
魚
市
場
と
し
て
は
、
有
富
源
兵
衛
お
よ
び
米
倉
民
十
郎
の
二
軒
か
ら

調
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　

米
倉
の
調
書
に
よ
れ
ば
、
秋
穂
浦
の
魚
市
場
は
、
魚
屋
（
村
田
）
仙
右
衛
門

に
よ
っ
て
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
八
月
に
創
設
さ
れ
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五

九
）
か
ら
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
十
月
ま
で
、
竹
島
屋
（
有
富
）
源
六
と
と

も
に
魚
類
糶
売
世
話
方
を
し
て
き
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
魚
屋
村
田
家
の
魚
問

屋
株
職
は
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
米
倉
孫
三
郎
（
民
十
郎
父
）
に
譲
渡

さ
れ
た
。

　

一
方
の
有
富
の
調
書
で
は
、
宝
暦
九
年
に
給
領
主
の
井
原
家
か
ら
竹
島
屋
源

六
に
魚
問
屋
が
免
許
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）

十
二
月
の
井
原
家
か
ら
の
奉
書
の
写
も
採
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

去
春
地
下
向
至
極
之
困
窮
ニ
付
、
漁
人
共
種
々
吟
味
之
上
ヲ
以
テ
鮮
魚
問

屋
ト
定
メ
致
売
買
度
由
依
願
、
其
節
品
川
理
太
夫
ヨ
リ
一
ツ
書
ヲ
以
テ
売

買
仕
法
申
付
置
候
、
猶
亦
竹
島
屋
源
六
願
ニ
依
テ
申
附
置
候
口
銭
ノ
内
ヨ

リ
御
利
徳
銀
上
納
可
仕
由
ニ
付
、
当
暮
ヨ
リ
八
十
銭
百
目
充
直
上
納
申
附

候
間
、
暮
々
御
納
戸
ヨ
リ
可
令
指
図
候
間
、
其
旨
ヲ
以
テ
上
納
可
致
候
、

右
一
ツ
書
之
趣
ヲ
以
テ
下
折
合
可
然
様
ニ
往
々
可
被
致
沙
汰
候
、
此
段
竹

島
屋
源
六
エ
可
申
渡
候
、
以
上

　
　
　

宝
暦
十
辰
十
二
月　
　
　

福　

左
中
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

齋　

八
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

粟　

五
郎
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　

 

（
秋
穂
浦
庄
屋
）

　
　
　
　
　
　

上
田
惣
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　

喜
右
衛
門
殿　
　
　
　
　
　
（
傍
線
筆
者
）

　

こ
の
奉
書
写
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
浦
方
が
困
窮
し
た
た
め
、
漁
民
ら
が

鮮
魚
問
屋
を
設
立
し
て
漁
獲
物
売
買
を
行
い
た
い
と
出
願
し
、
竹
島
屋
源
六
が

年
に
八
十
文
銭
一
〇
〇
目
宛
の
御
利
徳
銀
を
井
原
家
に
上
納
す
る
条
件
で
、
そ

の
免
許
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
合
の
御
利
徳
銀
は
、
魚
問
屋
株
免

許
に
対
す
る
運
上
銀
に
相
当
す
る
。
史
料
中
、
品
川
理
太
夫
に
申
し
付
け
ら
れ

た
と
い
う
売
買
仕
法
に
興
味
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
米

倉
の
調
書
と
照
合
す
れ
ば
、
宝
暦
九
年
か
ら
魚
屋
村
田
家
・
竹
島
屋
有
富
家
の

二
軒
に
よ
る
魚
類
糶
売
世
話
方
が
始
ま
っ
た
と
す
る
記
述
と
は
符
合
す
る
。

　

し
か
し
、
有
富
市
場
の
市
場
主
変
換
に
関
す
る
記
載
に
よ
れ
ば
、
文
政
三
年

（
一
八
二
〇
）
に
な
っ
て
「
他
所
釣
船
問
屋
村
田
仙
右
衛
門
」
に
も
魚
問
屋
職

が
免
許
さ
れ
、
浦
方
に
混
乱
が
生
じ
て
双
方
が
潰
れ
そ
う
に
な
る
事
態
が
発
生

し
た
た
め
、
給
領
主
の
井
原
家
の
仲
裁
で
、
月
頭
十
八
日
は
竹
島
屋
有
富
家
が
、

月
末
十
二
日
は
魚
屋
村
田
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
交
番
で
魚
市
場
を
営
業
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
。
米
倉
市
場
の
調
書
で
は
、
こ
の
交
代
営
業
の
開
始
は
文
政

十
一
年
（
一
八
二
八
）
十
月
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
以
上
の
記
述
に
拠
れ
ば
、

竹
島
屋
有
富
家
よ
り
も
来
歴
が
古
い
と
主
張
す
る
魚
屋
村
田
家（
後
に
米
倉
家
）

の
魚
市
場
は
、
本
来
は
他
地
域
か
ら
入
漁
し
て
く
る
釣
船
を
対
象
と
す
る
魚
問

屋
（
他
所
釣
船
問
屋
）
で
あ
り
、
文
政
三
年
に
な
っ
て
初
め
て
秋
穂
浦
漁
民
を

も
対
象
と
す
る
魚
問
屋
職
を
認
可
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
井
原
家
の
裁
定
を
見

四



て
も
、竹
島
屋
有
富
家
に
日
数
面
で
有
利
な
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

有
富
市
場
の
調
書
の
記
述
の
方
が
信
憑
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
明
治

十
三
年
（
一
八
八
〇
）
か
ら
は
、
有
富
・
米
倉
双
方
の
示
談
に
よ
り
、
陰
暦
月

頭
十
五
日
を
有
富
が
、
月
末
十
六
日
以
降
を
米
倉
が
そ
れ
ぞ
れ
営
業
す
る
よ
う

に
な
り
、
両
者
の
立
場
が
対
等
な
も
の
と
な
っ
た
。

　

運
上
銀
額
は
宝
暦
十
年
段
階
の
竹
島
屋
有
富
家
に
対
す
る
も
の
し
か
分
か
ら

ず
、
そ
の
額
も
大
き
く
は
な
い
が
、
給
領
主
井
原
家
に
よ
る
魚
問
屋
株
免
許
に

よ
っ
て
魚
市
場
が
維
持
さ
れ
て
い
た
点
は
、
刈
屋
浦
と
共
通
し
て
い
る
。

　

秋
穂
浦
の
二
つ
の
魚
市
場
の
口
銭
に
は
九
％
だ
が
、
そ
の
内
訳
に
は
あ
ま
り

見
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
、
仕
入
に
関
す
る
記
述
で

あ
る
。
有
富
市
場
の
旧
藩
時
以
来
の
慣
行
に
関
す
る
記
載
を
以
下
に
掲
げ
る
。

従
来
漁
人
ト
市
場
主
ノ
間
慣
行
ハ
、
是
迄
漁
人
非
常
之
困
難
ニ
立
至
リ
候

節
ハ
、
市
場
主
ヨ
リ
往
々
救
助
仕
来
リ
、
猶
職
具
新
調
若
ク
ハ
仕
入
金
等

入
用
之
節
ハ
一
時
繰
替
置
キ
、
捕
魚
之
魚
蝦
売
捌
之
上
、
口
銭
其
外
繰
替

金
歩
引
或
一
時
引
去
リ
残
金
払
渡
、
若
亦
不
漁
之
節
ハ
漁
有
之
次
第
取
建

来
候
、
夫
カ
為
メ
漁
人
モ
捕
魚
之
道
ニ
従
事
シ
、
所
得
之
魚
蝦
ハ
市
場
主

エ
任
セ
、
市
場
主
ハ
持
参
之
魚
蝦
売
買
仕
来
候
、
然
ル
ニ
近
来
漁
人
共
繰

替
金
引
去
リ
候
時
ハ
彼
是
申
立
、
且
又
猥
リ
ニ
直
接
ニ
販
売
致
候
者
日
々

多
キ
ヲ
加
ヘ
候
ニ
付
往
々
迷
惑
不
尠
、
加
之
市
場
税
金
モ
昔
年
ハ
年
税
ニ

有
之
候
処
近
来
月
税
ニ
相
成
、
旧
ニ
幾
倍
シ
市
場
主
ノ
困
難
不
大
形
、
依

テ
繰
替
金
等
相
廃
候
事

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
従
来
、
秋
穂
浦
魚
市
場
で
は
、
漁
民
の
救
済
や
漁
道
具
等

の
新
調
に
対
し
て
「
繰
替
金
」
と
呼
ば
れ
る
仕
入
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
漁
獲

物
売
却
の
際
に
口
銭
や
繰
替
金
歩
引
き
と
し
て
償
還
さ
せ
る
魚
問
屋
仕
入
制
度

が
存
在
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
期
頃
に
は
、
仕
入
の
借
金
が
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、漁
民
ら
が
繰
替
金
引
去
り
に
苦
情
を
申
し
立
て
た
り
、返
済
を
嫌
っ

て
魚
市
場
を
通
さ
な
い
直
売
を
行
う
な
ど
、
魚
問
屋
の
側
が
難
渋
す
る
事
態
が

多
発
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
有
富
市
場
で
は
、
繰
替
金
の
仕

入
を
廃
止
し
て
い
る
。
同
様
の
状
況
は
米
倉
市
場
の
調
書
で
も
記
載
さ
れ
、
や

は
り
仕
入
を
停
止
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
漁
民
の
魚
問
屋
に
対
す
る
立
場
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
同

時
に
、
仕
入
に
依
存
し
な
く
て
も
漁
業
の
再
生
産
が
維
持
で
き
る
水
準
に
ま
で

漁
民
の
自
立
度
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
吉
敷
郡

地
域
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

②
東
岐
波
村
丸
尾
崎
（
岐
波
浦
）

　

丸
尾
崎
は
岐
波
浦
の
南
に
位
置
す
る
港
で
あ
り
、
岐
波
浦
の
漁
港
と
し
て
機

能
し
て
い
た
関
係
か
ら
、
こ
の
地
に
魚
市
場
が
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

藩
政
期
中
は
蔵
入
地
で
あ
っ
た
。

　

丸
尾
崎
魚
市
場
は
、
年
代
は
不
明
な
が
ら
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
以
前

に
問
屋
職
伊
藤
吉
兵
衛
ほ
か
四
名
の
共
有
で
創
始
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、

天
保
八
年
か
ら
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
ま
で
の
二
一
年
間
は
国
重
長
蔵
が
請

負
人
と
な
っ
て
営
業
し
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六

七
）
ま
で
の
一
〇
年
間
は
高
杉
長
吉
が
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
七
年

五



（
一
八
七
四
）
ま
で
は
国
重
伊
兵
衛
が
、
そ
れ
ぞ
れ
請
負
っ
て
営
業
を
行
っ
た
。

そ
の
後
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
か
ら
は
小
郡
宰
判
大
庄
屋
な
ど
を
歴
任
し

た
岐
波
村
の
豪
農
・
部
坂
神
兵
衛
が
市
場
の
所
有
主
と
な
り
、
代
理
人
の
古
谷

帳
左
衛
門
に
委
託
し
て
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
ま
で
営
業
し
て
い
る
か
ら
、

創
始
者
で
あ
っ
た
問
屋
職
と
国
重
・
高
杉
な
ど
の
請
負
人
の
関
係
は
、
所
有
主

と
代
理
人
の
よ
う
な
関
係
だ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
請
負
人
に
魚
市
場

の
営
業
を
委
託
す
る
形
態
は
、
厚
狭
郡
の
事
例
で
も
確
認
さ
れ
た
が
、
丸
尾
崎

の
場
合
は
請
負
期
間
が
長
く
、あ
る
程
度
固
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
た
だ
し
、

藩
へ
の
運
上
銀
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
。

　

丸
尾
崎
魚
市
場
で
注
目
す
べ
き
記
載
は
、
口
銭
額
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。

丸
尾
崎
で
は
、
藩
政
期
中
ま
で
は
六
％
の
口
銭
を
徴
収
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、

先
述
の
よ
う
に
明
治
七
年（
一
八
七
四
）（２
）の「
魚
糶
場
規
則
」で
こ
れ
が
一
〇
％

に
公
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
岐
波
浦
漁
民
ら
が
、
従
来
六
％
だ
っ
た
口

銭
額
を
い
き
な
り
一
〇
％
に
引
き
上
げ
る
と
困
窮
す
る
と
申
し
立
て
た
結
果
、

中
使
労
力
費
の
〇
・
八
％
を
〇
・
四
％
に
減
じ
、
仲
買
立
戻
し
の
〇
・
六
％
を

全
額
控
除
し
て
、
口
銭
額
は
九
％
に
設
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
％
の
「
漁
民
非

常
手
当
金
」（
前
掲
表
１
の
「
仕
組
金
」）
に
つ
い
て
は
、
明
治
八
年
か
ら
十
五

年
ま
で
徴
収
し
た
が
、
漁
民
の
請
求
に
よ
っ
て
年
々
の
上
り
高
（
売
上
高
）
の

割
合
に
応
じ
て
返
金
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
明
治
十
五
年
七
月
よ
り
市
場
税
が

〇
・
五
％
減
額
さ
れ
た
の
契
機
に
、
非
常
手
当
金
の
徴
収
も
廃
止
さ
れ
、
口
銭

額
は
七
・
五
％
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
漁
民
の
発
言
権
の
強
さ
が
う
か
が

え
る
。

　

仕
入
に
関
す
る
明
確
な
記
載
は
な
い
が
、
第
六
項
の
市
場
帳
簿
の
種
類
・
名

称
の
中
に
「
漁
人
仕
入
金
貸
帳
」
が
見
え
る
の
で
、
仕
入
が
行
わ
れ
、
日
々
の

糶
売
高
か
ら
そ
の
償
還
を
行
っ
て
い
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
仕
入
が

ど
の
程
度
の
範
囲
に
及
び
、
ど
の
様
に
償
還
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
詳
細

は
わ
か
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
仕
入
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、「
頻
年
漁
民
ニ
於
テ
市

場
ヲ
歴
ス
商
人
或
ヒ
ハ
需
要
者
ヘ
直
接
ニ
売
捌
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
多
ク
シ
テ
、
自
然

市
場
ノ
維
持
方
難
相
立
ニ
付
、
取
締
方
相
成
候
様
、
明
治
十
八
年
県
庁
ヘ
歎
願

致
シ
候
」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
か
ら
、
先
述
し
た
秋
穂
浦
と
同
様
に
、
漁
民

の
直
売
の
横
行
に
よ
っ
て
、
仕
入
に
依
拠
し
た
魚
市
場
制
度
の
根
幹
が
揺
ら
ぎ

つ
つ
あ
っ
た
事
が
う
か
が
え
る
。

③
阿
知
須
浦

　

阿
知
須
浦
は
井
関
村
に
属
す
る
浦
方
で
、
藩
政
期
中
は
一
門
右
田
毛
利
家
の

給
領
地
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
魚
糶
場
は
、
阿
知
須
浦
漁
民
の
一
人
で
あ
っ
た
武
重
曽
市
が
領
主
の
右

田
毛
利
家
へ
出
願
し
て
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
三
月
に
創
設
が
免
許
さ
れ

た
と
い
う
。
創
設
当
初
は
、
漁
夫
中
の
共
同
所
有
で
あ
り
、
磯
村
伝
兵
衛
が
魚

糶
場
手
先
世
話
役
と
し
て
営
業
を
委
託
さ
れ
た
。
し
か
し
磯
村
は
魚
商
に
対
し

て
札
銀
三
貫
目
余
の
売
掛
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
寛
政
二
年
（
一
七
九

〇
）
二
月
、
そ
の
負
債
を
弁
償
し
た
武
重
曽
市
が
代
わ
っ
て
魚
糶
場
世
話
役
と

な
り
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
六
月
ま
で
こ
れ
を
勤
め
た
。
そ
の
後
、
享
和

六



三
年
七
月
～
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
二
月
ま
で
の
一
一
年
間
は
磯
村
伝
兵
衛
、

文
化
十
年
三
月
～
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
六
月
ま
で
の
六
年
間
は
武
重
曽
市
、

文
政
元
年
七
月
～
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
十
二
月
ま
で
の
一
九
年
間
は
磯
村

伝
兵
衛
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
正
月
～
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
十
二
月

ま
で
の
一
六
年
間
は
武
重
曽
市
と
、交
互
に
魚
糶
場
の
営
業
を
請
負
っ
て
い
る
。

嘉
永
五
年
十
二
月
五
日
よ
り
翌
六
年
（
一
八
五
三
）
六
月
ま
で
は
「
御
手
糴
場
」

と
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
右
田
毛
利
家
ま
た
は
藩
の
直

営
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、こ
の
直
後
の
嘉
永
六
年
七
月
よ
り
、

阿
知
須
浦
魚
糶
場
は
武
重
柳
吉
・
磯
村
伝
兵
衛
両
名
の
「
家
督
株
職
」
と
し
て

免
許
さ
れ
た
と
あ
る
か
ら
、
魚
問
屋
株
と
し
て
武
重
・
磯
村
の
所
有
に
帰
し
た

の
は
こ
の
時
点
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
株
仲
間
組
織
と
な
っ
て
後
は
、武
重
・

磯
村
両
家
が
月
交
代
で
魚
糶
場
を
営
業
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
磯
村
は
明
治

十
三
年
（
一
八
八
〇
）
五
月
に
魚
市
場
の
権
利
を
田
中
清
之
進
に
譲
渡
し
た
た

め
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
段
階
で
は
武
重
・
田
中
両
家
が
交
代
で
魚
市

場
主
と
し
て
営
業
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

右
田
毛
利
家
へ
上
納
す
る
運
上
銀
に
関
し
て
は
、
文
化
十
一
年
か
ら
天
保
七

年
ま
で
は
年
に
八
十
文
銭
一
貫
一
〇
〇
目
で
あ
っ
た
が
、
天
保
八
年
正
月
か
ら

請
負
人
と
な
っ
た
武
重
曽
市
は
、
こ
の
運
上
銀
に
加
え
て
「
漁
夫
成
立
之
使
用

ニ
供
ス
仕
組
銀
五
百
目
年
々
可
差
出
」
と
出
願
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

仕
組
銀
は
明
治
初
年
ま
で
存
在
が
確
認
で
き
る
が
、「
漁
夫
成
立
之
使
用
ニ
供

ス
」
と
い
う
目
的
か
ら
見
て
、
漁
民
に
対
す
る
仕
入
の
原
資
や
阿
知
須
浦
の
振

興
・
救
恤
に
充
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。運
上
銀
額
は
そ
の
後
、慶
応
二
年（
一

八
六
六
）・
三
年
に
は
藩
札
三
貫
目
と
な
り
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
か
ら

は
藩
札
一
〇
貫
目
（
内
五
〇
〇
匁
は
仕
組
銀
）
と
高
騰
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

当
時
の
物
価
騰
貴
と
札
銀
価
格
下
落
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
領
主
権
力
の
強
制
力
に
依
存
し
な
け
れ
ば
魚
糶
場
が
維
持
で
き
な
か
っ

た
状
況
が
う
か
が
え
る
。
運
上
銀
も
仕
組
銀
も
、
魚
糶
場
請
負
人
（
後
に
魚
糶

場
株
主
）
が
、
漁
獲
物
売
却
時
に
徴
収
し
た
口
銭
の
内
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

阿
知
須
浦
の
場
合
も
、
丸
尾
崎
（
岐
波
浦
）
の
場
合
と
同
様
に
、
藩
政
期
中

の
口
銭
額
は
六
％
で
あ
っ
た
が
、
明
治
七
年
の
「
魚
糶
場
規
則
」
に
公
定
さ
れ

た
口
銭
一
〇
％
に
つ
い
て
は
、
漁
民
側
の
抵
抗
で
減
額
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
仕

組
金
一
％
お
よ
び
魚
仲
買
へ
の
立
戻
し
金
〇
・
六
％
は
廃
止
、
仲
使
労
力
費
〇
・

八
％
は
〇
・
四
％
に
減
額
し
て
、
結
局
八
％
に
減
額
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
阿

知
須
浦
で
は
、
漁
民
が
需
要
す
る
魚
価
に
つ
い
て
は
口
銭
を
徴
収
し
な
い
取
り

決
め
が
あ
り
、
そ
の
魚
価
が
嵩
ん
で
市
場
主
の
棄
損
に
属
す
る
も
の
が
多
か
っ

た
よ
う
だ
。
市
場
税
が
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
に
〇
・
五
％
減
額
さ
れ
た

際
に
は
、
漁
民
中
か
ら
そ
の
差
額
の
返
金
を
求
め
ら
れ
、
市
場
主
の
「
損
毛
」

が
発
生
し
た
こ
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
、
市
場
主
に
対
し
て
漁
民
の

立
場
の
強
さ
が
う
か
が
え
る
内
容
で
あ
る
。

　

一
方
、
仕
入
に
関
し
て
は
、
帳
簿
の
中
に
「
漁
夫
貸
金
帳
」
が
あ
り
、「
其

困
難
者
江
漁
具
其
他
修
繕
之
節
貸
与
シ
タ
ル
分
ヲ
記
入
ニ
供
ス
」
と
の
説
明
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
行
わ
れ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
阿

知
須
浦
に
は
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
新
設
さ
れ
た
別
の
魚
市
場
（
市

七



場
主
林
泰
二
郎
・
松
岡
節
之
助
）
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
調
書
に
は
「
該
問
屋

ヨ
リ
資
本
金
貸
付
之
漁
人
ハ
、
他
問
屋
又
ハ
魚
商
之
者
ニ
而
モ
魚
類
壱
尾
モ
直

売
直
買
等
ハ
一
切
仕
間
敷
様
契
約
仕
候
得
共
、
就
中
猥
勝
ニ
相
成
、
現
今
ニ
而

ハ
各
問
屋
ニ
ヲ
イ
テ
モ
迷
惑
次
第
ニ
立
至
候
事
」
と
の
記
載
が
見
え
る
。
仕
入

の
見
返
り
に
、
他
問
屋
や
魚
仲
買
商
へ
直
売
買
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
契
約
が

漁
民
と
の
間
に
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
次
第
に
そ
れ
も
守
ら
れ
な
く
な
り
、
問
屋

中
が
迷
惑
す
る
様
子
が
う
か
が
え
、
仕
入
を
媒
介
と
し
た
魚
市
場
制
度
の
弛
緩

が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
見
受
け
ら
れ
る
。

④
西
岐
波
村
床
波
浦

　

床
波
浦
は
、
永
代
家
老
宇
部
福
原
家
の
給
領
地
で
あ
っ
た
。
同
浦
に
は
、
寛

政
十
二
年
創
設
の
高
杉
久
之
助
市
場
と
、
明
治
十
二
年
創
設
の
西
村
文
之
進
市

場
の
二
つ
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
調
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
来

歴
の
古
い
高
杉
市
場
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

床
波
浦
魚
市
場
は
、寛
政
十
二
年（
一
八
〇
〇
）、三
井
庄
兵
衛
・
西
村
勘
兵
衛
・

八
右
衛
門
・
市
右
衛
門
・
国
吉
源
太
夫
の
五
名
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
創
設

後
は
、
末
村
藤
左
衛
門
と
い
う
者
が
世
話
を
し
て
き
た
が
、
札
銀
八
貫
余
の
負

債
が
で
き
た
た
め
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
八
月
に
三
井
庄
兵
衛
へ
宅
地
家

屋
と
も
譲
渡
し
、
爾
来
数
十
年
間
、
三
井
庄
兵
衛
の
所
有
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
正
月
に
高
杉
久
之
助
が
、
三
井
か
ら
一
〇
年
間
営
業

を
請
負
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
請
負
金
高
は
年
に
札
銀
一
貫
四
〇
〇
目
と
金
一

〇
両
（
札
銀
に
し
て
七
五
〇
匁
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
翌
慶
応
二
年
（
一
八

六
六
）、
給
領
主
で
あ
る
福
原
家
が
三
井
庄
兵
衛
か
ら
魚
糶
場
株
を
買
い
上
げ
、

営
業
に
つ
い
て
は
行
き
が
か
り
通
り
高
杉
が
請
け
負
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
請

負
金
は
札
銀
六
貫
五
〇
〇
目
に
は
ね
上
が
っ
た
。
さ
ら
に
明
治
二
年
（
一
八
六

九
）
七
月
に
は
、
突
然
、
福
原
家
よ
り
魚
市
場
株
を
払
下
げ
る
と
の
通
達
が
あ

り
、
高
杉
久
之
助
は
こ
れ
を
札
銀
六
五
貫
目
（
金
八
四
〇
円
余
）
で
買
い
請
け

る
羽
目
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
十
一
月
頃
に
は
、
床

波
浦
魚
糶
場
は
郡
用
局
御
手
悩
と
な
り
、
運
上
銀
と
し
て
札
銀
一
〇
貫
目
（
金

一
五
〇
円
）を
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
幾
度
も
の
改
革
に
よ
り
、

甚
大
な
迷
惑
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
っ
た
高
杉
久
之
助
だ
が
、
彼
は
そ
の
要
因

を
、
魚
商
や
漁
民
に
対
し
て
多
分
の
貸
付
金
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
推
測
し

て
い
る
。

　

そ
の
貸
付
金
の
内
、
漁
民
に
対
す
る
も
の
が
仕
入
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し

て
は
以
下
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

毎
日
魚
類
売
買
仕
、
代
価
諸
掛
ヲ
計
算
シ
当
市
場
ニ
お
ゐ
て
日
々
売
買
営

業
仕
、
漁
人
・
魚
商
人
ニ
ハ
身
分
相
応
ノ
資
本
金
ヲ
貸
付
候
、
此
貸
付
金

ノ
種
目
ハ
、
魚
商
人
ハ
日
々
買
得
ノ
残
金
相
嵩
ミ
候
分
、
漁
人
ハ
時
々
ノ

漁
具
仕
入
金
・
喰
料
等
貸
付
候
也
、
是
皆
魚
類
売
買
ノ
便
利
ヲ
助
ケ
ン
ト

ス
ル
趣
意
よ
り
出
ル
ナ
リ
、
然
ル
ニ
近
来
悪
弊
ヲ
生
シ
該
借
用
資
本
ヲ
幸

ト
シ
、
魚
商
・
漁
人
ノ
間
ニ
直
売
買
ヲ
致
シ
日
々
年
々
ニ
増
長
ス
、
自
然

此
行
形
ニ
過
ル
時
ハ
魚
市
場
ノ
衰
滅
ハ
遠
キ
ニ
非
ズ
ト
信
ス
、
又
漁
人
ハ

日
増
困
窮
ニ
迫
リ
永
遠
ノ
利
益
ヲ
計
ラ
ズ
、只
目
下
ノ
小
利
ヲ
争
ヒ
、年
々

次
第
ニ
細
目
網
ヲ
使
用
シ
無
益
ノ
魚
児
ヲ
捕
獲
シ
自
ラ
水
産
物
繁
殖
ノ
妨

八



害
ヲ
ナ
ス
ヲ
知
ラ
ズ
、
誠
ニ
憫
然
之
至
リ
ナ
リ
、
故
ニ
当
今
魚
市
場
ノ
組

織
維
持
法
方
共
ニ
大
困
難
、
資
本
金
ハ
千
円
余
、
是
へ
前
年
マ
デ
貸
付
金

不
足
有
之
分
ヲ
除
キ
一
ヶ
年
間
分
ナ
リ
、
尤
漁
人
・
魚
商
共
ニ
貸
金
無
利

子
ニ
テ
有
之
候
也
（
傍
線
筆
者
）

　

魚
商
人
に
対
す
る
貸
付
は
売
掛
金
だ
が
、
漁
民
に
対
す
る
貸
金
は
漁
具
仕
入

や
飯
料
（
越
年
米
か
）
で
あ
り
、
そ
の
貸
与
は
無
利
子
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は

日
本
海
地
域
と
も
共
通
す
る
仕
入
制
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
近
年
は
魚
商
と
漁
人
が
魚
市
場
を
通
さ
な
い
直
売

買
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
魚
市
場
の
衰
微
を
招
き
つ
つ
あ
る
状
況
も
併
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
が
吉
敷
郡
の
魚
市
場
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
登
場
す
る
事
態
で
あ
っ

た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。

 

（
三
）
佐
波
郡

①
三
田
尻
町
（
福
聚
町
）

　

三
田
尻
は
古
く
は
浦
で
あ
っ
た
が
、
萩
藩
の
御
船
倉
の
設
置
に
よ
り
町
方
と

な
っ
た
場
所
で
、
漁
港
で
あ
る
と
同
時
に
港
町
で
も
あ
っ
た
。
三
田
尻
宰
判
の

勘
場
所
在
地
で
あ
り
蔵
入
地
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
地
の
魚
市
場
は
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
三
）
に
松
尾
松
右
衛

門
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
、
正
徳
期
（
一
七
一
一
～
一
五
）
に
安
村
久
兵
衛
ほ
か

二
、
三
名
が
加
わ
っ
た
と
い
う
。
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
段
階
で
糶
株
二
〇

株
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
、
株
仲
間
組
織
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、運
上
銀
額
等
は
記
載
が
な
く
不
明
で
あ
る
。
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）

に
は
「
御
手
糶
場
」
と
な
り
、
頭
取
に
五
十
君
享
四
郎
外
二
名
が
就
任
し
、
安

村
甚
右
衛
門
が
勘
定
役
を
勤
め
て
い
る
。「
御
手
糶
場
」
は
、
吉
敷
郡
阿
知
須

浦
で
も
嘉
永
五
年
に
同
様
の
事
例
が
確
認
で
き
る
が
、
藩
の
直
営
に
な
っ
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
は
「
三
田
尻
町
年

寄
元
御
任
せ
」
に
な
っ
て
お
り
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
は
公
的
な
市

場
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
時
期
に
魚
糶
場
の
経
営
を
請
け

負
っ
て
い
た
安
村
甚
右
衛
門
・
熊
谷
百
助
・
内
田
仁
五
郎
の
三
名
が
、
明
治
八

年
に
新
制
度
に
よ
る
魚
市
場
が
免
許
さ
れ
る
と
、
市
場
主
と
し
て
経
営
を
引
き

継
い
で
い
る
。
そ
の
際
、
こ
の
三
名
は
旧
来
の
糶
株
二
〇
株
の
株
主
に
金
六
〇

〇
円
を
支
払
い
、
糶
株
制
度
を
解
消
し
て
い
る
。

　

三
田
尻
町
魚
市
場
の
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
段
階
の
口
銭
は
一
〇
％
だ

が
、
そ
の
内
〇
・
五
％
が
町
村
費
と
し
て
上
納
さ
れ
て
い
た
。
口
銭
の
一
部
を

町
村
費
（
緯
租
）
に
充
て
る
方
式
は
、
阿
武
郡
江
崎
浦
な
ど
で
も
見
ら
れ
た
方

式
だ
が
、
そ
の
起
源
が
近
世
期
に
遡
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
佐
波
郡
で

は
、
新
田
村
問
屋
口
の
魚
市
場
（
慶
応
元
年
創
設
）
で
も
、
口
銭
の
内
の
一
部

を
「
営
業
割
町
村
費
」
に
充
て
る
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
、郡
独
自
の
仕
法
だ
っ

た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
商
估
へ
の
割
戻
し
金
が
二
％
と
高
率
を
占
め
て
い

る
の
は
佐
波
郡
の
特
徴
で
、
三
田
尻
近
傍
の
新
田
村
問
屋
口
・
田
島
村
中
ノ
関
・

同
村
中
ノ
浦
・
西
浦
の
四
市
場
が
三
田
尻
同
様
に
二
％
、
新
田
村
庚
午
新
町
魚

市
場
が
三
％
と
な
っ
て
い
る
。
競
合
す
る
魚
市
場
が
近
隣
に
存
在
す
る
た
め
、

商
估
（
魚
仲
買
）
を
自
己
の
市
場
に
呼
び
込
む
た
め
の
優
遇
措
置
で
あ
ろ
う
。

同
様
の
理
由
か
ら
、
漁
民
を
自
己
の
市
場
に
引
き
つ
け
る
た
め
の
仕
入
も
行
わ

九



れ
て
お
り
、
三
田
尻
町
で
は
口
銭
額
の
四
・
五
％
の
内
か
ら
、
市
場
諸
費
・
魚

商
払
不
足
・
漁
人
貸
金
等
を
支
払
い
、
残
金
が
市
場
主
の
益
金
と
な
る
と
記
載

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
「
漁
人
貸
金
」
の
比
率
か
ら
見
て
、
日
本
海
地
域

の
よ
う
な
手
厚
い
仕
入
が
行
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
魚
市
場
と
漁
民

の
関
係
が
強
固
だ
っ
た
よ
う
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

三
田
尻
町
魚
市
場
の
大
き
な
特
徴
は
、
三
田
尻
の
漁
民
を
主
対
象
と
す
る
の

で
は
な
く
、
他
地
域
の
漁
民
に
も
広
く
魚
糶
場
を
提
供
し
て
い
た
点
に
あ
る
。

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
七
月
に
三
田
尻
町
魚
市
場
と
約
定
証
書
を
交
わ
し
て

い
た
浦
島
は
、
佐
波
郡
富
海
浦
・
向
島
・
野
島
・
中
ノ
浦
、
都
濃
郡
福
川
浦
・

串
ヶ
浜
浦
・
徳
浪
・
馬
島
（
熊
毛
郡
の
可
能
性
あ
り
）、
熊
毛
郡
室
積
浦
・
牛

島
、
豊
前
国
姫
島
、
次
雲
（
場
所
不
明
）
の
一
二
ヶ
所
に
及
び
、
そ
の
範
囲
は

広
大
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
田
尻
町
が
「
町
方
」
で
あ
り
、
な
お
か
つ
後
背
地

に
宮
市
町
や
山
口
町
と
い
う
町
方
も
控
え
て
い
た
た
め
、
漁
獲
物
の
需
要
が
大

き
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
三
田
尻
町
魚
市
場
は
、
萩
城

下
の
浜
崎
浦
魚
市
場
と
同
様
の
性
格
を
持
っ
た
都
市
的
市
場
で
あ
っ
た
と
見
て

良
い
だ
ろ
う
。

　

各
地
の
漁
民
と
交
わ
さ
れ
た
約
定
証
書
の
一
節
に
は
「
素
よ
り
私
共
（
漁
民
・

筆
者
注
）
家
計
者
問
屋
之
親
ニ
有
之
事
ニ
候
得
共
、
別
而
魚
売
捌
厳
重
ニ
被
成

下
一
統
不
容
易
仕
合
難
有
奉
存
候
（
傍
線
筆
者
）」
と
見
え
る
。
傍
線
部
分
を

見
る
と
、
魚
問
屋
と
漁
民
の
関
係
が
、
日
本
海
地
域
の
よ
う
な
親
方
ー
子
方
関

係
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、そ
う
捉
え
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、

仕
入
に
関
す
る
文
言
が
一
切
見
え
な
い
し
、
各
地
の
漁
民
が
魚
問
屋
の
契
約
を

結
ん
で
い
る
の
は
三
田
尻
町
だ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、富
海
浦
・

中
ノ
浦
・
福
川
浦
・
串
ヶ
浜
浦
・
室
積
浦
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
に

魚
市
場
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
田
尻
町
魚
市
場
と
も
契
約
を
結
ん

で
い
る
。
ま
た
、
田
島
村
中
ノ
関
・
同
村
中
ノ
浦
・
富
海
浦
の
魚
市
場
で
も
、

中
ノ
関
・
中
ノ
浦
・
向
島
・
小
田
・
富
海
の
漁
民
の
持
ち
込
ん
だ
魚
類
は
優
先

し
て
糶
に
か
け
る
と
の
記
載
が
あ
り
、
三
田
尻
魚
市
場
が
独
占
的
に
周
辺
地
域

の
魚
類
を
取
り
扱
っ
て
い
た
わ
け
で
な
い
。
む
し
ろ
こ
う
し
た
魚
市
場
と
競
合

関
係
に
あ
っ
た
の
が
実
態
で
、
仕
入
は
い
わ
ば
漁
民
招
致
の
手
段
と
し
て
の
性

格
が
強
い
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
富
海
浦

　

富
海
浦
は
徳
山
藩
領
に
属
し
た
浦
方
で
あ
る
。
来
歴
も
古
く
大
き
な
浦
方
で

あ
っ
た
た
め
、魚
市
場
の
創
設
も
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
と
古
い
。
た
だ
し
、

こ
の
古
い
魚
問
屋
は
「
他
処
船
之
生
魚
問
屋
」
だ
っ
た
た
め
、
万
延
元
年
（
一

八
六
〇
）
十
二
月
に
田
中
屋
紋
左
衛
門
が
出
願
し
て
「
地
下
魚
問
屋
」
を
免
許

さ
れ
た
。
田
中
屋
が
徳
山
藩
に
上
納
す
る
運
上
銀
は
年
に
八
十
文
銭
三
〇
〇
匁

で
あ
り
、別
に
富
海
町
立
銀
と
し
て
口
銭
の
一
％
を
町
役
所
へ
納
入
し
て
い
た
。

他
所
漁
船
に
対
す
る
魚
問
屋
が
先
に
成
立
し
、
後
に
自
浦
向
け
の
魚
問
屋
が
で

き
る
と
い
う
の
は
、
吉
敷
郡
秋
穂
浦
と
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、
領
主
に
対
す

る
運
上
銀
と
あ
わ
せ
て
自
浦
の
公
益
費
を
負
担
す
る
あ
り
方
は
、
厚
狭
郡
埴
生

浦
や
三
田
尻
町
の
事
例
な
ど
と
共
通
し
て
い
る
。

　

自
浦
の
漁
民
向
け
の
魚
問
屋
・
魚
糶
場
が
長
く
存
在
し
な
か
っ
た
の
は
、
先

一
〇



述
の
三
田
尻
町
魚
市
場
の
事
例
に
も
見
え
た
よ
う
に
、
他
所
に
魚
市
場
を
有
し

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
か
、
魚
市
場
と
漁
民
の
間
の
仕
入

関
係
に
つ
い
て
は
、
調
書
に
一
切
記
載
が
な
い
。

 

（
四
）
都
濃
郡

①
西
豊
井
村
下
松
浦

　

西
豊
井
村
は
徳
山
藩
領
に
属
し
、村
内
の
下
松
町
に
浦
方
が
存
在
し
て
い
た
。

同
地
に
は
浦
町
の
中
村
米
三
お
よ
び
新
町
の
下
瀬
伝
兵
衛
の
二
ヶ
所
の
魚
市
場

が
存
在
し
、
各
々
が
調
書
を
提
出
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
文
化
四
年
（
一
八
〇

七
）
八
月
創
設
で
あ
り
、
記
載
内
容
も
ほ
ぼ
同
文
な
の
で
、
ま
と
め
て
取
り
上

げ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
は
簡
略
で
、
近
世
期
の
慣
行
に
見
る
べ
き
記
載
は

な
い
。
仕
入
に
つ
い
て
の
み
「
旧
盆
暮
両
度
に
仕
入
金
と
し
て
一
円
五
〇
銭
位

の
金
額
を
漁
人
ヘ
貸
与
し
、
毎
糶
々
上
金
の
一
〇
分
の
一
を
前
貸
へ
当
て
引
き

去
り
算
用
す
る
」と
の
記
載
が
あ
る
。
同
市
場
の
口
銭
額
は
七
％
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
と
は
別
に
一
〇
％
を
引
去
り
、
仕
入
金
の
償
還
を
行
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

と
い
う
こ
と
は
、
口
銭
等
徴
収
額
は
一
七
％
に
達
し
、
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
か

な
り
高
額
の
部
類
に
属
す
。

②
福
川
浦

　

福
川
浦
も
徳
山
藩
領
に
属
す
る
浦
方
で
あ
る
。
同
浦
に
は
三
ヶ
所
の
魚
市
場

が
存
在
し
て
い
る
が
、い
ず
れ
も
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
五
月
の
創
設
で
、

藩
政
期
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
内
、
西
浜
の
富
嶋
安
太
郎
市
場
の
調
書

は
比
較
的
記
載
内
容
が
豊
富
で
、
明
治
期
の
魚
市
場
の
状
況
が
う
か
が
え
る
の

で
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。

　

本
来
、
富
嶋
の
魚
市
場
は
、
福
川
村
共
有
の
目
的
で
創
設
し
よ
う
と
し
た
も

の
だ
っ
た
が
、
村
内
に
数
名
の
不
同
意
者
が
あ
っ
た
た
め
、
当
初
の
目
的
は
実

現
し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
規
約
を
作
っ
て
村
内
か
ら
同
盟
者
を
勧
誘
し
た

と
こ
ろ
、
同
盟
加
入
者
は
一
〇
四
〇
名
に
達
し
て
明
治
十
四
年
に
魚
市
場
が
成

立
し
た
。
こ
の
魚
市
場
の
所
有
主
は
こ
の
同
盟
者
で
あ
り
、
富
嶋
は
そ
の
中
か

ら
選
定
さ
れ
た
総
代
人
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
性
格
の
た
め
か
、
仕
入
に
関
す

る
記
載
は
な
い
。
ま
た
、「
近
来
、
市
場
を
経
ず
に
直
に
大
漁
人
か
ら
直
買
す

る
商
估
が
増
え
て
き
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
上
手
く

機
能
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
西
浜
魚
市
場
が
、
一
〇
〇
〇
名
を

こ
え
る
同
盟
者
に
擁
し
な
が
ら
、
同
時
に
設
立
さ
れ
た
椎
木
・
高
橋
・
上
村
三

名
の
西
中
町
魚
市
場
の
方
が
、明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
段
階
の
上
り
高
（
魚

糶
売
高
）
が
多
い
（
付
表
７
参
照
）
こ
と
か
ら
み
て
、
福
川
浦
漁
民
は
両
市
場

に
二
分
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

③
櫛
ヶ
浜
浦

　

串
ヶ
浜
浦
は
萩
本
藩
領
都
濃
郡
宰
判
に
属
し
、
一
門
筆
頭
三
丘
宍
戸
家
の
給

領
地
で
あ
っ
た
。同
浦
で
は
二
つ
の
魚
市
場
か
ら
調
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
十
一
月
を
創
設
年
と
す
る
礒
町
の
村
井
金
作
の
魚
市

場
は
、
お
そ
ら
く
藩
政
期
中
か
ら
存
在
し
た
魚
糶
場
と
推
定
さ
れ
る
。
同
年
の

采
地
返
上
に
と
も
な
っ
て
魚
糶
場
の
仕
法
替
え
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
時
点
を

一
一



創
設
年
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
村
井
の
魚
市
場
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
興
味
深
い
記
述
が
見
え
る
。

ま
ず
仕
入
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
地
下
魚
人
エ
ハ
旧
七
月
・
同
十
二
月
年
両

度
仕
入
金
ト
シ
テ
相
当
ノ
前
貸
ヲ
ナ
シ
、
売
上
高
金
一
割
引
ニ
シ
テ
払
込
ノ
契

約
」
と
あ
り
、
先
述
し
た
下
松
浦
と
同
様
の
制
度
で
あ
っ
た
。
櫛
ヶ
浜
浦
の
口

銭
は
一
〇
％
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
は
別
に
仕
入
引
当
一
〇
％
を
徴
収
し
た
と

す
れ
ば
、
徴
収
額
は
二
〇
％
に
な
り
、
日
本
海
地
域
並
み
の
水
準
と
な
る
。
仕

入
の
目
的
に
つ
い
て
は
、「
漁
人
へ
漁
具
ノ
仕
込
ヲ
充
分
ニ
シ
捕
漁
ノ
業
ヲ
盛

大
ナ
ラ
シ
メ
、
魚
類
ノ
沢
山
ヲ
要
シ
候
事
」
と
記
載
さ
れ
る
。

　

こ
の
魚
市
場
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
一
月
、
年
に
札
銀
一
〇
貫
目
を

上
納
す
る
こ
と
で
永
代
の
株
筋
を
民
事
局
に
免
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
見
て
、
藩
政
期
中
は
宍
戸
家
か
ら
魚
糶
座
を
免
許
さ
れ
、
運
上
銀
を
上
納
し

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
魚
市
場
は
か
つ
て
粭
島
・
馬
島
・
野
島
な
ど
の
都
濃
郡
諸
島
の

漁
人
惣
代
と
契
約
を
結
び
、
そ
の
漁
獲
物
を
取
り
扱
っ
て
い
た
と
い
う
。
島
嶼

部
の
漁
民
が
漁
獲
物
を
持
ち
込
む
拠
点
的
な
魚
市
場
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

 

（
五
）
熊
毛
郡

①
室
積
浦
（
江
ノ
浦
・
西
ノ
浜
）

　

室
積
浦
は
、
萩
本
藩
領
熊
毛
郡
宰
判
に
属
し
、
港
町
と
し
て
発
展
す
る
と
共

に
、
南
前
（
瀬
戸
内
海
地
域
）
最
大
の
浦
石
（
海
上
石
）
を
有
す
る
漁
業
拠
点

で
あ
っ
た
。

　

同
浦
に
は
六
軒
の
個
人
所
有
の
魚
市
場
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
宅
前
で

魚
糶
を
行
っ
て
い
た
が
、
明
治
十
六
年
（
一
八
七
三
）
に
合
併
を
出
願
し
て
、

二
ヶ
所
に
統
合
さ
れ
た
。
統
合
場
所
は
江
ノ
浦（
四
軒
）お
よ
び
西
ノ
浜（
二
軒
）

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
近
世
期
以
来
、
室
積
浦
の
中
で
も
漁
人
町
だ
っ
た
地
区
で

あ
る（
３
）。
こ
の
内
、江
ノ
浦
の
綿
重
宗
一
市
場
が
安
永
元
年（
一
七
七
二
）三
月
、

同
地
の
益
永
九
兵
衛
市
場
が
幕
末
期
頃
、
同
地
の
河
野
弥
吉
市
場
が
文
化
九
年

（
一
八
一
二
）、
西
ノ
浜
の
上
杉
嘉
六
市
場
が
天
保
以
前
、
同
じ
く
福
田
栄
蔵
市

場
が
近
世
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
創
設
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
起
源
が
藩
政
期
中
に
遡

る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
六
軒
の
問
屋
が
別
々
に
調
書
を
提
出

し
て
い
な
が
ら
、
創
設
時
期
や
沿
革
以
外
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
、
特
に
旧
藩
中

の
慣
行
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
記
載
が
な
く
、こ
の
点
は
非
常
に
残
念
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
中
、
仕
入
に
関
す
る
記
述
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

当
市
場
主
ト
漁
人
ト
売
買
上
ノ
契
約
ハ
、
年
々
陰
暦
十
二
月
米
若
干
ヲ
貸

付
、
而
シ
テ
毎
日
仕
切
金
ノ
高
五
分
ヲ
預
リ
置
、
該
預
リ
金
ヲ
以
貸
付
米

価
ヲ
償
却
セ
シ
ム
、
故
ニ
漁
人
ハ
他
ノ
市
場
ヘ
販
売
セ
ス
、
市
場
主
ニ
ヲ

イ
テ
モ
漁
人
ノ
妨
害
ヲ
為
ス
帆
引
網
ヲ
以
捕
獲
ノ
魚
類
ヲ
糶
売
セ
サ
ル
ノ

契
約
ヲ
ナ
セ
リ
（
傍
線
筆
者
）

　

傍
線
部
の
十
二
月
に
貸
与
す
る
米
と
は
、
阿
武
郡
の
事
例
に
見
え
た
「
越
年

米
」
で
あ
ろ
う
。
室
積
浦
で
は
、
売
上
高
の
五
％
を
預
か
り
置
い
て
、
そ
の
米

価
を
償
還
さ
せ
て
い
る
。
同
浦
の
正
規
の
口
銭
額
は
一
〇
％
だ
が
、
そ
れ
と
は

別
に
越
年
米
仕
入
に
対
す
る
引
当
て
五
％
を
徴
収
す
る
た
め
、
引
去
り
額
は
一

一
二



五
％
と
な
る
。
た
だ
、
こ
の
記
述
か
ら
見
て
、
越
年
米
以
外
の
仕
入
（
例
え
ば

漁
具
や
漁
船
な
ど
）
は
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
、
限
定
的
な
仕
入
に
止
ま
っ
て

い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
室
積
浦
の
仕
入
の
目
的
は
、「
漁
民
が
他
の
市
場
ヘ

漁
獲
物
を
販
売
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
仕
入
を

通
じ
た
漁
民
や
漁
獲
物
流
通
の
支
配
と
い
う
性
格
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
先
述
し

た
三
田
尻
町
魚
市
場
が
、
室
積
浦
漁
民
と
も
糶
売
の
契
約
を
結
ん
で
い
る
こ
と

か
ら
見
て
も
、漁
民
の
側
に
あ
る
程
度
の
裁
量
権
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

②
平
生
町
戎
町
・
麻
郷
村
戎
ケ
下

　

平
生
町
は
平
生
塩
田
の
開
発
に
と
も
な
っ
て
一
七
世
紀
に
成
立
し
た
港
町
で

あ
り
、
塩
の
移
出
や
塩
浜
用
燃
料
等
の
移
入
港
と
し
て
発
展
し
た
。
上
関
宰
判

に
属
し
、
元
来
は
一
門
大
野
毛
利
家
の
給
領
地
だ
っ
た
が
、
宝
暦
十
三
年
（
一

七
六
三
）
に
蔵
入
地
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
平
生
町
に
は
浦
石
（
海
上
石
）
が

設
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
藩
政
期
中
に
は
正
規
の
浦
方
で
は
な
く
、
漁
人
町

や
漁
業
集
落
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
同
地
の
戎
町
に
存
在
し
た
魚

市
場
は
、
漁
村
内
部
の
魚
市
場
と
は
性
格
が
異
な
る
。

　

漁
村
の
魚
市
場
で
は
な
い
の
に
平
生
町
魚
市
場
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
旧
藩

時
以
来
の
慣
行
に
詳
し
い
点
と
、
こ
の
地
域
の
漁
獲
物
流
通
の
状
況
が
う
か
が

え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

平
生
町
戎
町
魚
市
場
の
来
歴
や
性
格
は
、
以
下
の
史
料
か
ら
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　

御
願
申
上
候
事

一
私
祖
父
八
郎
右
衛
門
儀
、
平
生
御
開
作
御
築
立
当
人
家
之
初
り
よ
り
致
居

住
、
町
形（
方
）ニ
取
立
旁
心
遣
仕
、
地
下
役
を
も
被
仰
付
、
父
八
郎
左
衛
門
迄

無
闕
如
堅
固
ニ
相
勤
、
祖
父
八
郎
右
衛
門
義
被
為
対
勤
功
七
拾
ヶ
年
已
前

平
生
魚
問
屋
被
差
免
、
夫
已
来
年
々
御
運
上
銀
ト
し
て
八
拾
文
銭
二
百
目

相
備
申
候
（
中
略
）、
右
之
参
り
懸
り
ニ
御
座
候
処
過（
宝
暦
十
三
年
）

ル
未
年
平
生
村
・

同
町
共
ニ
御
上
地
被
仰
付
候
へ
共
、
前
々
よ
り
之
行
懸
り
を
以
、
右
御
運

上
銀
今
以
無
相
違
差
出
シ
申
候
、
魚
問
屋
之
儀
も
諸
所
之
漁
船
へ
仕
入
銀

不
仕
候
ハ
而
ハ
参
り
不
申
他
領
へ
参
り
候
故
、
年
々
春
々
致
仕
入
候
、
其

外
肴
買
子
之
儀
も
売
上
ニ
仕
代
物
差
延
不
申
候
ハ
而
ハ
肴
之
尓
商
不
宜
候

様
ニ
御
座
候
、
左
無
御
座
候
へ
者
評
判
悪
敷
相
成
漁
船
参
り
不
申
故
、
是

又
仕
入
同
前
ニ
繰
延
ニ
し
て
貸
方
仕
候
、
然
処
ニ
御
蔵
入
ニ
相
改
り
候
而

ハ
御
給
領
之
節
之
参
り
懸
り
ト
御
座
候
而
も
於
下
ニ
之
落
着
難
相
成
、
万

一
之
儀
も
御
座
候
而
ハ
与
奉
存
、
右
仕
入
等
之
儀
他
借
を
以
テ
貸
方
仕
義

ニ
御
座
候
得
共
丈
夫
難
相
成
一
両
年
不
景
気
ニ
御
座
候
、
只
今
ニ
而
も

前
々
ニ
不
相
替
仕
入
仕
候
時
ハ
、
客
船
之
儀
も
已
前
之
通
り
参
り
込
申
儀

ニ
御
座
候
条
、
行
懸
り
之
分
ニ
魚
問
屋
無
相
違
被
仰
付
被
遣
候
様
ニ
奉
願

候
、
左
候
ハ
ヽ
子
孫
迄
も
有
難
奉
遂
御
百
姓
度
奉
存
候
、
尤
御
運
上
之
儀

も
減
少
之
御
了
簡
被
成
被
遣
候
様
ニ
与
御
願
申
上
度
奉
存
候
へ
共
、
乍
憚

御
時
節
柄
奉
考
御
断
不
申
上
候
間
、
暮
々
八
十
文
銭
弐
百
目
宛
差
出
シ
可

申
候
条
、
旁
之
趣
宜
様
ニ
御
執
成
之
被
成
御
沙
汰
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

明
和
四
亥
ノ　
　
　
　
　
　

平
生
町

一
三



　
　
　
　
　

四
月
十
日　
　
　
　
　
　

松
屋
八
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

御
年
寄

　
　
　
　
　
　
　

三
木
庄
左
衛
門
殿（

奥
書
・
裏
書
な
ど
後
略
、
傍
線
筆
者
）

　

願
書
を
提
出
し
た
松
屋
八
郎
右
衛
門
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
当
時

の
市
場
所
有
主
で
あ
っ
た
松
井
太
之
輔
の
先
祖
で
あ
る
。こ
の
願
書
に
よ
れ
ば
、

松
井
家
の
先
祖
は
平
生
開
作
が
築
立
て
ら
れ
た
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
当
初

よ
り
の
住
民
で
、
地
下
役
（
庄
屋
年
寄
な
ど
）
も
勤
め
る
家
柄
で
あ
っ
た
よ
う

だ
。
そ
の
勤
功
に
対
し
て
、
七
〇
年
以
前
に
平
生
魚
問
屋
を
当
時
の
給
領
主
で

あ
っ
た
大
野
毛
利
家
か
ら
免
許
さ
れ
、
運
上
銀
と
し
て
年
に
八
十
文
銭
二
〇
〇

目
を
上
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
か
ら
七
〇

年
以
前
と
す
る
と
、
お
よ
そ
元
禄
期
（
一
七
世
紀
末
）
頃
の
創
設
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
生
町
は
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
に
上
地
さ
れ
蔵

入
地
に
編
入
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
明
和
四
年
四
月
の
段
階
で
改
め
て
上
関
宰
判

代
官
所
に
旧
来
通
り
の
魚
問
屋
の
免
許
を
出
願
し
た
の
で
あ
る
。
掲
載
は
省
略

し
た
が
、
こ
の
願
書
に
対
し
て
、
上
関
代
官
所
の
木
村
久
兵
衛
よ
り
、
従
来
通

り
の
運
上
銀
額
で
魚
問
屋
と
し
て
引
き
続
き
免
許
す
る
と
の
沙
汰
が
裏
書
き
さ

れ
て
い
る
。

　

願
書
の
傍
線
部
に
は
、
平
生
町
魚
問
屋
の
実
態
を
示
す
記
載
が
見
え
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
平
生
町
の
魚
問
屋
で
は
、
諸
所
の
漁
船
に
仕
入
銀
を
貸
与
し
な

い
と
、
漁
船
が
来
港
せ
ず
他
領
へ
行
っ
て
し
ま
う
た
め
、
年
々
春
に
仕
入
を

行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
肴
買
子
（
魚
仲
買
）
に
対
し
て
も
、
代
金
支
払
い
を
猶

予
し
て
や
ら
な
い
と
肴
商
売
に
不
都
合
が
生
じ
、
結
果
的
に
市
場
の
評
判
が
悪

く
な
っ
て
漁
船
が
来
な
く
な
る
た
め
、
仕
入
同
様
に
代
金
支
払
い
を
繰
り
延
べ

に
し
て
貸
し
付
け
て
い
た
。漁
船
に
対
す
る
仕
入
や
魚
仲
買
に
対
す
る
掛
売
は
、

周
辺
地
域
の
漁
民
に
平
生
町
魚
市
場
へ
漁
獲
物
を
持
ち
込
ん
で
糶
売
り
を
行
わ

せ
る
た
め
の
誘
致
策
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
平
生
町
そ
の
も
の
に
漁
人
町
や
漁

業
集
落
が
存
在
せ
ず
、
周
辺
の
浦
島
の
漁
獲
物
を
集
荷
・
販
売
す
る
た
め
の
都

市
的
魚
市
場
だ
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
明
治
十
九
年
当
時

の
平
生
町
魚
市
場
の
口
銭
額
は
一
五
％
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
一
％
の
雑
費
が

「
難
渋
ノ
漁
人
ニ
貸
与
又
ハ
諸
入
費
等
ニ
使
用
」
と
さ
れ
、仕
入
の
原
資
に
な
っ

て
い
た
。

　

で
は
、
平
生
町
は
具
体
的
に
ど
の
様
な
浦
島
か
ら
の
漁
獲
物
を
取
り
扱
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
近
世
期
の
状
況
は
不
明
だ
が
、
明
治
期
の
様
子
が
う
か
が

え
る
史
料
が
調
書
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）

九
月
に
熊
毛
郡
馬
島
・
牛
島
・
佐
郷
（
佐
合
）
島
の
漁
人
頭
か
ら
、
曽
根
村
水

場
浦
・
平
生
町
・
麻
郷
村
戎
ケ
下
の
三
ヶ
所
の
魚
問
屋
に
提
出
さ
れ
た
委
任
状

で
、
各
魚
問
屋
に
対
し
て
、
魚
糶
場
で
の
魚
類
売
捌
や
諸
世
話
を
依
頼
し
て
い

る
。
馬
島
・
牛
島
・
佐
郷
島
は
、
い
ず
れ
も
平
生
湾
沖
合
の
島
で
、
近
世
期
に

は
「
端
浦
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
端
浦
は
、
正
規
の
浦
方
と
し
て
藩
に
認

め
ら
れ
ず
、
周
防
御
立
浦
と
呼
ば
れ
た
熊
毛
郡
室
積
・
室
津
・
上
関
、
大
島
郡

安
下
・
久
賀
の
五
ヶ
浦
か
ら
漁
業
に
つ
い
て
様
々
な
制
約
を
加
え
ら
れ
て
い

た
（
４
）。
本
来
な
ら
、
最
寄
り
の
御
立
浦
に
漁
獲
物
を
持
ち
込
ん
で
も
良
か
っ

た
は
ず
だ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
浦
で
は
な
い
平
生
周
辺
に
持
ち
込
ん
で
売
却
し
て
い

一
四



る
の
は
、
自
浦
の
漁
民
の
魚
糶
売
を
優
先
す
る
御
立
浦
の
魚
市
場
を
敬
遠
し
た

た
め
か
も
し
れ
な
い
。
端
浦
と
平
生
魚
市
場
の
関
係
は
、
藩
政
期
中
か
ら
続
い

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

　

一
方
、
端
浦
の
漁
獲
物
を
引
き
受
け
る
三
ヶ
所
の
魚
問
屋
は
、
平
生
町
と
共

に
平
生
湾
に
面
す
る
海
浜
部
に
立
地
し
て
い
た
。
こ
の
内
、
戎
ケ
下
市
場
に
関

し
て
は
「
魚
市
場
慣
行
調
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
水
場
浦
市
場
に
つ
い
て

は
記
載
が
な
い
た
め
、
明
治
十
九
年
ま
で
に
廃
業
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の

戎
ケ
下
・
水
場
浦
魚
市
場
は
、
平
生
町
魚
市
場
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
設
立

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
経
緯
が
う
か
が
え
る
の
が
、
次
に
掲
げ
る
上
関

代
官
所
か
ら
の
沙
汰
書
で
あ
る
。

此
度
魚
売
買
之
儀
ニ
付
御
詮
義
被
仰
付
候
処
、
魚
問
屋
平
生
町
勘
兵
衛
・

野
島
町
弥
吉
両
人
よ
り
、
平
生
内
海
之
義
ハ
遠
干
潟
之
場
所
ニ
而
不
弁
理

も
有
之
訳
ニ
付
、
麻
郷
村
ノ
内
戎
ケ
下
・
水
場
浦
右
両
所
ニ
而
月
十
五
日

宛
為
弁
理
出
競
仕
度
、
右
ニ
付
魚
商
売
仕
度
モ
ノ
之
義
ハ
私
共
方
へ
罷
越

直
売
買
仕
候
様
申
出
候
条
、
向
後
買
子
ノ
者
共
、
漁
人
共
よ
り
抜
買
致
間

敷
候
、
若
亦
抜
売
致
候
モ
ノ
於
有
之
ハ
、
此
度
可
被
遂
御
吟
味
候
事

一
漁
人
共
取
得
ノ
魚
、
問
屋
へ
不
令
持
参
、
買
子
ノ
者
ヘ
沖
売
或
ハ
抜
売
等

致
シ
候
者
於
有
之
ハ
、
是
又
可
被
遂
御
吟
味
候
事

一
問
屋
沖
買
之
義
被
差
留
候
事

右
之
通
可
有
御
沙
汰
候
、
已
上

　
　

安
政
四
巳

　
　
　
　

正
月
八
日　
　
　
　

山
縣
与
一
兵
衛

　
　
　
　
　

瀬
川
与
兵
衛

�

（
奥
書
後
略
、
傍
線
筆
者
）

　

こ
の
安
政
四
年（
一
八
五
七
）当
時
、平
生
町
内
に
は
戎
町
の
魚
問
屋（
松
屋
）

の
他
、
野
島
町
に
も
魚
問
屋
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
平
生
内
海
（
平
生

湾
）
が
遠
干
潟
で
船
付
の
便
が
悪
か
っ
た
た
め
、
沖
合
で
漁
民
と
魚
仲
買
人
が

問
屋
を
通
さ
な
い
魚
類
の
売
買
（
沖
売
り
・
抜
け
売
り
）
を
す
る
不
法
行
為
が

横
行
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
難
渋
し
た
平
生
町
の
両
魚
問
屋
は
、
平
生
湾

口
部
の
麻
郷
村
戎
ケ
下
（
西
側
）・
曽
根
村
水
場
浦
（
東
側
）
に
出
店（
５
）を
設

け
、
月
に
一
五
日
宛
「
出
競
（
糶
）」
を
行
う
こ
と
で
、
漁
民
に
便
宜
を
図
り
、

沖
売
り
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
代
官
所
が
こ
う
し
た
沙

汰
書
を
交
付
し
て
取
り
締
ま
り
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
る
の
は
、
平
生
町
の

魚
問
屋
が
運
上
銀
を
上
納
す
る
株
仲
間
組
織
だ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
沖
売
り
・
抜
け
売
り
の
横
行
は
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）

に
も
代
官
所
か
ら
取
締
り
の
沙
汰
が
交
付
さ
れ
て
い
る
し
、
麻
郷
村
戎
ケ
下
の

吉
村
利
平
市
場
で
も
同
様
の
記
載
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
容
易
に
根
絶
で
き
な

か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
こ
の
様
子
を
平
生
町
魚
市
場
の
調
書
で
は
以
下
の
よ
う

に
記
載
し
て
い
る
。

一
廃
藩
已
後
御
改
正
ニ
相
成
、
追
々
自
由
営
業
被
差
許
、
魚
商
・
仲
買
之
鑑

札
ヲ
願
受
候
者
ハ
勿
論
、
小
売
鑑
札
願
受
之
者
ト
雖
ト
モ
何
レ
モ
卸
売
同

様
之
所
業
致
、
漁
人
市
場
ニ
運
搬
シ
来
ル
ヘ
キ
筈
之
魚
毎
日
入
港
口
之
近

傍
ニ
於
テ
引
留
直
接
ニ
売
買
シ
、
其
魚
類
直
チ
ニ
魚
市
場
設
置
ア
ル
町
村

内
ニ
持
来
リ
、
市
場
ニ
付
買
子
之
者
等
ヘ
直
売
セ
シ
メ
、
大
ニ
市
場
ノ
妨

一
五



害
ヲ
成
シ
、
夫
レ
カ
為
魚
市
場
日
々
衰
頽
ヲ
極
メ
、
目
下
永
続
之
見
込
難

相
立
候
事

　

廃
藩
後
、
領
主
的
規
制
が
喪
失
し
て
自
由
営
業
と
な
っ
た
結
果
、
動
揺
す
る

魚
市
場
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
島
内
に
魚
市
場
を
持
た
な
い

端
浦
の
漁
民
ら
は
、
仕
入
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
裁
量
で
魚
類
の
販

売
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
魚
問
屋
仕
入
制
か
ら
の
自
立
度
が
高
ま
っ
て

い
る
様
子
が
わ
か
る
。

 

（
六
）
玖
珂
郡

①
柳
井
津
町
仲
坂
屋
町

　

柳
井
津
は
柳
井
村
の
市
町
が
発
展
し
て
形
成
さ
れ
た
港
町
で
、
岩
国
藩
領
に

属
し
た
。
仲
坂
屋
町
は
現
在
の
地
名
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
魚
町
辺
り
で
は

な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
魚
市
場
は
、
窪
田
源
右
衛
門
と
和
木
清
吉

両
名
の
所
有
で
あ
っ
た
が
、そ
の
来
歴
は
古
い
。窪
田
源
右
衛
門
の
先
祖
で
あ
っ

た
讃
岐
屋
勘
兵
衛
が
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
岩
国
藩
に
上
申
し
た
書
類
に

拠
れ
ば
、
源
祖
の
袖
兵
衛
（
後
に
法
躰
し
て
宗
俊
）
が
初
め
て
魚
問
屋
を
営
ん

だ
と
い
う
。
吉
川
広
家
の
時
代
な
の
で
慶
長
年
間
（
一
七
世
紀
初
頭
）
に
は
創

設
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
一
方
、
和
木
清
吉
の
先
祖
は
祖
生
屋
を
名
乗
り
、

弘
化
年
中
（
一
八
四
四
～
四
七
）
に
魚
問
屋
を
開
業
し
た
と
い
う
。
幕
末
期
に

は
、
仲
坂
屋
町
に
讃
岐
屋
と
祖
生
屋
と
い
う
東
西
二
ヶ
所
の
魚
問
屋
が
存
在
し

て
い
た
よ
う
だ
。

　

こ
の
魚
市
場
の
調
書
に
は
、
仕
入
に
関
し
て
は
見
る
べ
き
記
載
は
な
い
が
、

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
十
月
お
よ
び
嘉
永
六
年
十
二
月
の
岩
国
藩
達
書
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
嘉
永
四
年
の
達
書
は
、
魚
仲
買
等
の
出
買
行
為
に

よ
り
両
軒
の
魚
問
屋
が
衰
微
し
た
た
め
、
藩
が
魚
問
屋
を
通
さ
な
い
魚
類
の
出

買
や
抜
買
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
嘉
永
六
年
の
達
書
は
、
讃
岐
屋
儀

兵
衛
と
祖
生
屋
勇
助
に
対
し
、
魚
問
屋
職
に
対
す
る
冥
加
銀
と
し
て
口
銭
の
内

よ
り
二
〇
〇
匁
宛
を
毎
年
上
納
す
る
事
を
免
許
し
た
も
の
で
あ
る
。
問
屋
を
通

さ
な
い
魚
類
の
直
売
買
の
横
行
と
、
そ
れ
を
藩
の
統
制
力
に
依
拠
し
て
防
止
す

る
た
め
、
冥
加
銀
を
上
納
す
る
と
い
う
図
式
は
、
萩
藩
や
徳
山
藩
の
瀬
戸
内
海

沿
岸
地
域
で
見
ら
れ
た
も
の
と
同
様
で
あ
る
。

②
神
代
村
石
神　
　

　

神
代
村
は
、
大
畠
瀬
戸
を
挟
ん
で
周
防
大
島
に
面
し
、
同
島
へ
の
渡
航
地
で

あ
っ
た
た
め
か
、
近
世
期
は
大
畠
村
・
遠
崎
村
と
と
も
に
大
島
郡
に
属
し
た
。

岩
国
藩
領
で
あ
っ
た
。
村
内
に
は
神
代
浦
と
石
神
浦
の
二
つ
の
漁
業
集
落
が

あ
っ
た
が
、
魚
市
場
の
調
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
は
石
神
浦
の
み
で
あ
る
。

　

こ
の
魚
市
場
に
関
し
て
も
、
仕
入
な
ど
に
見
る
べ
き
記
載
は
な
い
が
、
以
下

の
記
述
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

当
市
場
ノ
儀
ハ
、
本
村
及
地
方
ノ
漁
人
ト
ハ
格
別
売
買
上
ノ
契
約
申
合
等

モ
之
ナ
ク
、
本
県
大
島
郡
東
西
安
下
庄
村
漁
人
ト
ハ
明
治
十
三
年
三
月
本

村
宮
城
源
太
外
一
名
彼
村
ヘ
参
リ
、
鮮
魚
売
買
ノ
契
約
致
セ
シ
故
、
今
以

相
変
ス
来
市
ス
、
尤
モ
大
島
・
熊
毛
両
郡
、
広
島
沿
海
ノ
漁
人
ト
ハ
契
約

ハ
之
ナ
ク
ト
モ
折
々
漁
村
ヘ
参
リ
売
買
上
ノ
申
合
ヲ
ス
ル
ノ
ミ
（
傍
線
筆

一
六



者
）

　

こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
が
、
大
島
郡
安
下
庄
村
（
当
時
は
東
西
に
分

か
れ
て
い
た
）
の
漁
民
と
鮮
魚
売
買
の
契
約
を
結
ん
で
い
た
と
い
う
点
と
、
大

島
郡
・
熊
毛
郡
お
よ
び
広
島
沿
海
の
漁
民
が
こ
の
地
の
魚
市
場
を
利
用
し
て
い

た
と
い
う
点
で
あ
る
。
大
島
郡
は
、
安
下
庄
浦
・
久
賀
浦
と
い
う
大
き
な
御
立

浦
が
存
在
し
、端
浦
も
多
数
存
在
し
て
漁
業
が
盛
ん
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

明
治
十
九
年
の
「
魚
市
場
慣
行
調
」
で
は
、
郡
役
所
か
ら
魚
市
場
が
「
存
在
し

な
い
」
と
の
報
告
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
熊
毛
郡
で
も
、
上
関
・
室
津

と
い
う
近
世
期
の
重
要
な
御
立
浦
の
魚
市
場
に
つ
い
て
調
書
が
出
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
地
域
に
共
通
す
る
の
は
、
街
道
や
町
場
か
ら
遠
い
沖
合
の
島
嶼
部
に

位
置
す
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
立
地
上
、
浦
に
魚
市
場
を
設
置
し
て
も
需

要
が
限
ら
れ
、
そ
の
存
立
が
困
難
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の

石
神
浦
の
よ
う
な
本
土
側
の
魚
問
屋
と
契
約
あ
る
い
は
持
ち
込
み
の
形
で
鮮
魚

を
販
売
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
広
島
の
漁
民
は
、
藩
政
期
中
か
ら
大

島
・
熊
毛
郡
海
域
に
釣
漁
で
盛
ん
に
入
漁
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
漁
船
が
顧
客

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

③
遠
崎
浦

　

遠
崎
浦
は
大
畠
瀬
戸
の
本
土
側
に
立
地
す
る
が
、
周
防
大
島
へ
の
渡
航
地
と

し
て
萩
藩
領
大
島
郡
宰
判
に
属
し
て
い
た
。
近
世
期
に
は
浦
屋
敷
石
の
み
が
設

定
さ
れ
、
海
上
石
を
有
さ
な
い
特
殊
な
浦
方
で
あ
っ
た
が
、
漁
業
は
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
た
。

　

遠
崎
浦
に
は
前
田
清
八
お
よ
び
伊
藤
金
吾
の
二
軒
の
魚
市
場
が
存
在
し
た

が
、
そ
の
創
設
は
前
田
市
場
が
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）、
伊
藤
市
場
が
同
十

三
年
（
一
八
八
〇
）
と
、
歴
史
は
浅
い
。
こ
の
内
、
前
田
清
八
に
対
し
て
遠
崎

浦
漁
人
中
が
魚
糶
場
設
立
を
依
頼
し
た
際
の
願
書
か
ら
、
当
浦
の
魚
問
屋
仕
入

制
の
特
徴
を
見
て
み
よ
う
。

当
浦
私
共
漁
業
稼
に
て
渡
世
仕
、
四
季
昼
夜
ノ
無
別
天
然
之
家
業
ニ
而
、

一
時
安
然
ス
ル
期
ナ
ク
、
加
之
近
年
諸
浦
漁
業
他
（
多
カ
）分
相
稼
、
随
而
代
価
下

落
仕
候
様
有
之
至
極
歎
ケ
敷
、然
ル
処
是
迄
遠
崎
浦
ニ
お
ゐ
て
ハ
魚
仲
買
・

問
屋
或
ハ
糶
売
場
所
無
之
故
、
日
々
所
揚
候
魚
類
銘
々
之
働
キ
ヲ
以
テ
広

島
県
其
外
へ
生
魚
船
ヲ
仕
立
運
輸
仕
、
其
場
之
模
様
ニ
依
り
大
ニ
損
失
セ

ル
事
ニ
も
至
り
、
第
一
漁
業
ノ
時
間
ヲ
闕
キ
、
当
浦
沖
相
ハ
別
而
汐
時
ヲ

得
テ
漁
事
ス
ル
所
柄
ニ
テ
、
前
後
難
渋
不
大
形
、
何
卒
御
方
様
魚
問
屋
職

御
出
願
被
成
下
、
私
共
所
得
之
魚
類
御
売
捌
被
下
候
へ
ハ
、
自
然
漁
事
弥

増
相
稼
、
随
而
地
下
中
之
潤
色
ハ
勿
論
、
緒
縄
藁
仕
事
等
家
子
共
ニ
至
ル

迄
相
働
キ
、
漁
人
一
統
往
々
仕
合
ニ
も
可
相
成
、
就
而
ハ
漁
魚
他
県
へ
持

運
ひ
其
県
へ
御
税
金
相
備
候
様
相
成
候
テ
モ
不
相
済
、
兼
而
御
成
規
も
有

之
事
ニ
付
於
私
共
も
御
規
則
相
守
り
収
税
仕
度
存
念
も
有
之
、
且
近
傍
大

畠
其
外
柳
井
ハ
勿
論
糴
場
之
設
置
候
義
ハ
篤
承
知
仕
候
へ
と
も
、
其
所
々

ヱ
持
越
候
テ
モ
其
所
之
得
魚
糴
済
不
申
内
ハ
他
村
ノ
魚
へ
取
懸
り
不
申
事

も
有
之
、
却
而
生
魚
船
ヲ
以
テ
他
県
へ
持
越
候
ヨ
リ
モ
時
間
ヲ
費
シ
候
様

有
之
旁
難
渋
仕
候
、
不
（
マ
マ
）其
上
寒
中
雪
天
明
暮
等
ハ
自
然
暴
風
ニ
テ
漁
業
不

相
成
候
節
ハ
、
越
年
米
等
借
用
仕
、
翌
春
ニ
至
り
御
差
替
引
被
下
度
、
且

一
七



又
漁
具
修
補
金
時
々
仕
入
相
願
候
事
も
可
有
之
、
旁
漁
人
為
御
育
養
迅
速

魚
問
屋
御
出
願
被
成
下
、
得
魚
御
売
捌
被
成
下
度
、
此
段
私
共
惣
代
と
し

て
挙
而
及
御
依
願
候
証
書
如
件

　
　
　

明
治
八
年
十
二
月
十
日　
　
　

漁
人
惣
代　

佐
川
辰
之
助
外
四
名

　
　
　
　

前
田
清
八
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
筆
者
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
当
時
ま
で
遠
崎
浦
に
は
魚

仲
買
や
魚
問
屋
、
魚
糶
場
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、

遠
崎
浦
漁
民
は
、「
生
魚
船
」
を
仕
立
て
て
広
島
県
な
ど
の
需
要
地
へ
鮮
魚
を

輸
送
し
、
売
却
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
生
魚
船
と
は
「
生
簀
船
」
を
指
す
。

た
だ
、
輸
送
の
手
間
が
か
か
り
漁
業
の
時
間
を
削
ら
れ
、
相
場
次
第
で
は
損
失

を
蒙
る
事
も
多
く
難
渋
し
て
い
た
。
特
に
遠
崎
浦
の
漁
業
は
、
大
畠
瀬
戸
で
の

鯛
釣
な
ど
が
中
心
で
あ
っ
た
た
め
、
鮮
魚
輸
送
の
た
め
に
潮
時
を
逸
し
て
し
ま

う
の
は
辛
か
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、遠
崎
浦
で
捕
獲
し
た
漁
獲
物
で
あ
っ
て
も
、

広
島
県
な
ど
の
他
県
で
販
売
し
た
場
合
は
そ
の
県
に
税
金
が
上
納
さ
れ
、
山
口

県
に
は
入
っ
て
こ
な
い
点
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
遠
崎
浦
近
傍
に
は

大
畠
浦
や
柳
井
津
に
魚
市
場
が
存
在
す
る
が
、
そ
こ
へ
持
ち
込
ん
で
も
自
浦
漁

民
の
魚
糶
が
優
先
さ
れ
、
遠
崎
浦
の
魚
は
後
回
し
に
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
か

え
っ
て
他
県
へ
売
却
す
る
よ
り
も
時
間
を
費
や
す
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
諸
事
情
の
た
め
、
遠
崎
浦
漁
人
中
は
相
談
の
上
、
前
田
清
八
に
対

し
て
遠
崎
浦
で
魚
問
屋
を
開
業
し
、
糶
売
を
行
っ
て
欲
し
い
と
強
く
懇
願
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
魚
問
屋
開
業
に
際
し
て
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
「
越
年
米
」

や
「
漁
具
修
補
金
」
の
仕
入
に
つ
い
て
も
要
望
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
開

業
し
た
前
田
清
八
市
場
で
は
、
漁
民
の
要
望
通
り
仕
入
も
実
施
し
、
魚
代
銀
の

清
算
に
際
し「
漁
者
人
別
魚
代
と
仕
入
貸
金
を
差
引
仕
詰
払
渡
」す
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
た
だ
し
、
旧
慣
に
関
す
る
記
述
に
「
市
場
設
立
無
之
已
前
ヨ
リ
地
下

魚
人
ハ
折
々
漁
具
仕
入
貸
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
以
前
よ
り
前
田
清
八
は
漁
民

に
対
す
る
仕
入
貸
を
実
施
す
る
魚
問
屋
に
類
似
し
た
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
仕
入
の
原
資
は
、
市
場
資
本
金
二
〇
〇
円
の
内
八
五
円
が
充
て
ら

れ
、
残
り
の
一
一
五
円
は
買
子
中
へ
の
貸
金
（
売
掛
金
）
で
あ
っ
た
。

　

遠
崎
浦
魚
市
場
の
口
銭
額
は
一
二
・
五
％
だ
が
、
そ
の
内
の
三
％
が
市
場
税
、

一
％
が
商
估
戻
し
金
、五
％
が「
市
場
維
持
ノ
手
当
金
ト
し
て
年
々
積
金
」、八
％

が
「
生
簀
船
修
補
・
使
夫
給
料
及
諸
雑
費
ヲ
引
、
所
有
主
ノ
利
益
金
ニ
当
ル
」

に
充
て
ら
れ
て
お
り
、
仕
入
貸
金
の
償
還
は
こ
れ
と
は
別
に
魚
売
上
代
金
か
ら

徴
収
し
て
い
た
よ
う
だ
。
生
簀
船
修
補
と
あ
る
の
は
、「
当
村
沖
合
之
儀
ハ
夏

季
悪
汐
ニ
テ
船
中
魚
難
生
キ
、
依
テ
得
魚
一
夜
生
活
ノ
タ
メ
生
簀
船
ヲ
人
別
へ

貸
与
来
ル
」
と
記
載
さ
れ
る
船
で
、
魚
問
屋
が
所
有
し
漁
民
に
貸
与
し
て
い
た

も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
も
一
種
の
仕
入
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。
一
二
・
五
％
の
口

銭
に
加
え
て
仕
入
貸
金
の
償
還
を
行
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
二
〇
％
に
近
い
引

去
り
率
と
な
り
、
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
高
率
の
部
類
に
属
す
。

 
（
七
）
大
島
郡
の
魚
問
屋
仕
入
制
度
と
「
商
主
」

　
「
魚
市
場
慣
行
調
」
に
は
、
大
島
郡
か
ら
の
調
書
は
全
く
収
録
さ
れ
て
お
ら

ず
、
代
わ
り
に
大
島
郡
役
所
か
ら
「
本
郡
内
ニ
ハ
魚
市
場
現
行
業
務
無
之
」
と

す
る
上
申
書
の
み
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
上
申
書
に
よ
れ
ば
、
元
治
元
年

一
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（
一
八
六
四
）頃
に
小
松
開
作
村
に
魚
市
場
が
創
設
さ
れ
て
い
た
が
、明
治
十
三
、

四
年
頃
に
廃
業
し
、
今
は
大
島
郡
に
全
く
魚
市
場
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。

　

藩
政
期
中
の
大
島
郡
は
、
周
防
御
立
浦
で
あ
っ
た
安
下
浦
・
久
賀
浦
が
存
在

し
、
そ
れ
以
外
に
多
数
の
端
浦
も
あ
っ
て
漁
業
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
り
、
近
代

に
入
っ
て
も
そ
の
状
況
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
魚
市
場

が
存
在
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
点
こ
そ
、
魚
市
場
や

魚
糶
場
と
は
異
な
る
別
の
魚
問
屋
仕
入
制
度
が
大
島
郡
に
存
在
し
て
い
た
可
能

性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
商し
よ
う
ぬ
し主」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
商
主
に

関
し
て
は
、
古
く
は
宮
本
常
一（
６
）に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
広
く
知
ら
れ
、
近
年

で
は
伊
藤
彰（
７
）に
よ
る
研
究
で
も
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
概
要
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

　

商
主
と
は
、
漁
民
に
対
し
て
仕
入
前
貸
し
を
行
い
、
そ
の
見
返
り
に
漁
獲
物

を
独
占
的
に
買
い
取
る
魚
問
屋
で
あ
る
。
仕
入
は
漁
具
か
ら
飯
米
ま
で
漁
民
の

生
活
全
般
に
お
よ
び
、
商
主
と
漁
民
の
関
係
は
親
方
ー
子
方
の
様
な
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、漁
獲
物
買
い
上
げ
の
際
に
は
、代
金
の
一
部
を
引
去
っ

て
仕
入
の
償
還
に
充
て
、
残
金
を
漁
民
に
支
払
っ
た
。
漁
民
の
捕
獲
し
た
魚
類

は
、
他
所
売
り
は
一
切
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
を
独
占
的
に
買
い
上
げ
た
商
主
自

ら
が
上
方
や
広
島
方
面
の
需
要
地
に
運
搬
し
て
売
却
し
た
。
一
見
す
る
と
、
引

船
制
度
に
酷
似
し
て
い
る
が
、
大
き
な
違
い
は
、
糶
売
場
を
提
供
す
る
の
で
は

な
く
、
問
屋
自
ら
が
漁
獲
物
を
買
い
上
げ
て
需
要
地
に
転
売
し
て
い
た
点
で
あ

る
。
こ
の
た
め
か
、
宮
本
常
一
は
商
主
を
魚
仲
買
人
と
み
な
し
て
い
る
が
、
そ

の
実
態
は
魚
問
屋
仕
入
制
度
の
一
形
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
島
郡
に

お
い
て
、
こ
の
形
態
で
漁
獲
物
を
換
金
化
す
る
の
が
主
流
で
あ
っ
た
と
す
る
な

ら
ば
、「
魚
市
場
慣
行
調
」に
調
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
理
由
も
納
得
で
き
る
。

　

伊
藤
彰
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
商
主
は
大
島
郡
だ
け
で
な
く
玖
珂
郡
柱
島
に
も

存
在
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
芸
州
広
島
藩
領
倉
橋
島
の
「
活
魚
主
」
も
商

主
と
し
て
知
ら
れ（
８
）、
予
州
宇
和
島
藩
で
も
「
生
魚
主
（
シ
ヨ
ウ
ウ
ヌ
シ
）」

と
呼
ば
れ
る
活
魚
問
屋
が
存
在
し
て
い
た（
９
）か
ら
、
そ
の
分
布
は
少
な
く
と
も

芸
予
防
三
ヶ
国
一
帯
の
海
域
に
広
が
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

た
だ
し
、
大
島
郡
地
域
に
お
け
る
商
主
に
関
す
る
近
世
期
の
史
料
は
非
常
に

乏
し
く
、
そ
の
実
態
に
は
不
明
な
点
も
多
い
。
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
七

月
に
大
島
郡
平
郡
島
か
ら
提
出
さ
れ
た
願
書
に
は
、「
自
国
網
鰯
猟
仕
候
而
も
、

商
主
と
申
元
銀
仕
出
之
者
有
之
」（10
）と
の
記
述
が
あ
り
、
享
保
期
に
は
そ
の
存

在
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
「
自
国
網
」
と
は
、
萩
藩
領
内
か
ら
平
郡
島

に
入
漁
し
て
く
る
網
と
い
う
意
味
だ
が
、
よ
り
具
体
的
に
は
大
島
郡
安
下
浦
の

鰯
網
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
商
主
の
仕
入
を
受
け
た
鰯
網
は
、
そ
れ
を
干
鰯

に
加
工
し
て
も
平
郡
島
の
地
下
に
一
切
売
っ
て
く
れ
な
い
と
の
記
述
が
こ
の
後

に
続
く
の
で
、
他
所
売
り
禁
止
が
裏
付
け
ら
れ
る
と
共
に
、
商
主
が
網
主
と
し

て
鰯
網
や
干
鰯
加
工
に
ま
で
関
与
し
て
い
た
状
況
も
う
か
が
え
る
。

　

商
主
は
『
東
和
町
誌
』（11
）
に
よ
れ
ば
「
活
簀
業
者
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
漁
獲
物
の
買
い
上
げ
が
、
商
主
の
活
簀
（
生
簀
）
を
通
じ
て
行
わ
れ

た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
芸
州
倉
橋
島
の
商
主
も
同
様
の
手
法
を
用
い
て
お

り
（
12
）、
集
荷
し
た
鮮
魚
は
生
簀
船
で
遠
く
上
方
方
面
に
ま
で
輸
送
さ
れ
売
却

一
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さ
れ
た
。
こ
の
生
簀
に
着
目
し
て
「
魚
市
場
慣
行
調
」
の
記
事
に
戻
れ
ば
、
先

述
し
た
玖
珂
郡
遠
崎
浦
の
前
田
清
八
の
魚
市
場
が
注
目
さ
れ
る
。
同
魚
市
場
で

は
、
漁
民
に
生
簀
船
を
貸
与
し
た
り
、
広
島
方
面
へ
生
簀
船
で
鮮
魚
を
運
搬
し

て
販
売
す
る
記
述
が
見
ら
れ
、
な
お
か
つ
市
場
開
設
以
前
か
ら
仕
入
を
実
施
し

て
い
た
と
の
記
載
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
を
鑑
み
る
に
、
前
田
は
元
来
は
商

主
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
熊
毛
郡
麻
郷
村
戎
ケ
下
魚

市
場
で
は
、「
商
估
が
漁
人
や
魚
生
簀
商
と
直
接
売
買
し
て
難
渋
す
る
」
と
の

記
述
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
場
合
の
魚
生
簀
商
と
は
商
主
を
指
す
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。
麻
郷
村
の
位
置
関
係
か
ら
見
て
、
大
島
郡
の
商
主
と
は
考
え
に
く
い

た
め
、
熊
毛
郡
上
関
・
室
津
の
商
主
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ

の
両
浦
は
、
周
防
御
立
浦
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
島
郡
の
御
立
浦
同

様
、
魚
市
場
の
調
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

大
島
郡
諸
浦
お
よ
び
上
関
浦
は
、
本
土
に
遠
い
沖
合
の
島
嶼
部
に
立
地
す
る

と
い
う
共
通
の
立
地
条
件
を
有
し
て
い
た
。
室
津
浦
も
ま
た
、
室
津
半
島
の
突

端
に
位
置
す
る
た
め
、対
岸
の
上
関
浦
と
立
地
条
件
に
大
差
は
な
い
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
諸
浦
に
共
通
す
る
の
が
、
そ
の
後
背
地
の
狭
さ
や
需
要
地
と
の
距
離

の
遠
さ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
仮
に
魚
市
場
を
設
置
し
て
も
、
買
い
手
を
十
分
に

集
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
存
立
は
困
難
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
干
鰯
等
に
加

工
す
れ
ば
、
廻
船
相
手
の
販
売
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
鮮
魚
販
売
の
場
合
は
、

魚
市
場
の
形
態
に
は
適
さ
な
い
地
域
だ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
結
果
、
こ
の
地

域
に
お
け
る
魚
問
屋
仕
入
制
は
、
商
主
の
形
態
を
主
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

商
主
に
関
し
て
は
、
史
料
に
乏
し
く
、
ほ
と
ん
ど
推
測
の
域
を
出
な
い
の
だ

が
、
同
じ
瀬
戸
内
海
地
域
で
あ
り
な
が
ら
、
漁
獲
物
流
通
に
対
す
る
立
地
条
件

の
相
違
が
、
魚
問
屋
仕
入
制
度
に
別
の
展
開
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
見
通
し
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

六
、
総
括
～
瀬
戸
内
海
地
域
の
魚
問
屋
の
特
徴
と
地
域
類
型
～

　

以
上
、「
魚
市
場
慣
行
調
」
の
調
書
を
も
と
に
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
主
要
な

魚
市
場
・
魚
問
屋
制
度
を
取
り
上
げ
て
き
た
が
、
最
後
に
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
、

前
半
に
見
た
日
本
海
地
域
の
事
例
と
比
較
し
な
が
ら
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　

瀬
戸
内
地
域
の
最
大
の
特
徴
は
、
魚
問
屋
・
魚
市
場
に
対
す
る
漁
民
の
自
立

度
の
高
さ
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
仕
入
の
在
り
方
で
あ
る
。
瀬
戸
内
海
地
域
で
も
魚

問
屋
・
魚
市
場
に
よ
る
仕
入
の
存
在
が
各
地
で
確
認
さ
れ
、
漁
業
の
再
生
産
維

持
に
お
い
て
一
定
程
度
の
存
在
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

仕
入
が
困
窮
漁
民
救
済
の
目
的
で
実
施
さ
れ
た
り
、
無
利
子
で
前
貸
し
さ
れ
て

い
た
事
例
が
散
見
さ
れ
る
点
は
、
日
本
海
地
域
と
も
共
通
す
る
性
格
を
有
し
て

い
る
。
し
か
し
、
日
本
海
地
域
で
は
、
引
船
制
度
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
漁

業
に
必
要
な
経
費
は
、
漁
具
・
餌
代
・
飯
米
（
越
年
米
）・
漁
船
な
ど
全
面
的

に
魚
問
屋
に
よ
る
仕
入
が
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
、

漁
具
や
飯
米
な
ど
使
途
が
限
定
的
で
あ
っ
た
。
特
に
日
本
海
地
域
で
見
ら
れ
た

漁
船
新
造
に
対
す
る
仕
入
は
一
切
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
点
を
鑑
み

二
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れ
ば
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
漁
民
は
、
魚
問
屋
に
よ
る
仕
入
に
全
面
的
に
依
存
せ

ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
況
に
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
瀬
戸
内
海
地

域
の
仕
入
は
、「
問
屋
ヨ
リ
資
本
金
貸
付
之
漁
人
ハ
、
他
問
屋
又
ハ
魚
商
之
者

ニ
而
モ
魚
類
壱
尾
モ
直
売
直
買
等
ハ
一
切
仕
間
敷
様
契
約
仕
候
」（
阿
知
須
浦
）

と
い
う
記
述
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
漁
民
を
自
己
の
魚

市
場
に
引
き
付
け
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
漁
民
と
魚
問
屋
・

魚
市
場
と
の
関
係
は
、
相
対
的
な
契
約
関
係
に
止
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

日
本
海
地
域
に
お
け
る
絶
対
的
な
親
方
─
子
方
関
係
と
は
異
な
る
、
緩
や
か
な

魚
問
屋
仕
入
制
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
緩
や
か
な
魚
問
屋
仕
入
制
と
表
裏
の
関
係
を
な
す
特
徴
が
、
瀬
戸

内
海
地
域
に
お
け
る
漁
民
の
沖
売
り
・
直
売
り
・
抜
け
売
り
の
横
行
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
仕
入
を
受
け
て
い
る
漁
民
が
、
漁
獲
物
を
魚
問
屋
・
魚
市
場
を
通
さ

ず
に
魚
仲
買
や
魚
小
売
商
ら
に
直
接
売
却
す
る
行
為
で
あ
り
、
魚
問
屋
仕
入
制

度
を
根
幹
か
ら
動
揺
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
、
こ
う
し

た
事
象
が
一
部
地
域
で
す
で
に
藩
政
期
中
に
確
認
さ
れ
、
明
治
期
に
入
っ
て
か

ら
は
各
郡
で
広
範
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
中
に
は

吉
敷
郡
秋
穂
浦
の
よ
う
に
、
こ
の
沖
売
り
・
抜
け
売
り
の
弊
害
か
ら
、
仕
入
自

体
が
廃
止
さ
れ
た
浦
も
存
在
し
た
。
一
方
、
日
本
海
地
域
で
は
同
様
の
事
象
は

調
書
か
ら
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
た
め
、
瀬
戸
内
海
地
域
特
有
の
現
象
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
瀬
戸
内
海
漁
民
の
、
魚
問
屋
・
魚
市
場
お
よ
び
そ

の
仕
入
に
対
す
る
自
立
度
の
高
さ
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
瀬
戸
内
海
地
域
に
広
範
に
確
認
さ
れ

る
魚
問
屋
株
・
魚
糶
座
株
と
い
っ
た
株
仲
間
制
度
で
あ
る
。
こ
の
藩
政
期
中
の

旧
慣
は
、
魚
問
屋
や
魚
糶
場
が
、
藩
や
給
領
主
に
対
し
て
高
額
の
運
上
銀
・
冥

加
銀
を
上
納
す
る
見
返
り
に
、
漁
獲
物
の
独
占
的
販
売
権
を
公
許
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
日
本
海
地
域
で
も
魚
問
屋
株
自
体
は
存
在
す
る
が
、
領
主
へ
の
運
上

銀
上
納
の
見
返
り
に
設
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
共
同
体
内
部
の
規
制
で
維

持
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
魚
市
場
の
株
仲
間
組
織

と
は
異
な
る
。
な
ぜ
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
、
こ
う
し
た
魚
問
屋
株
・
魚
糶
座
株

制
度
が
広
範
に
存
在
し
て
い
た
の
か
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
指
摘
で
き
る

の
が
、瀬
戸
内
海
地
域
で
藩
政
期
中
に
す
で
に
出
現
し
て
い
た
漁
民
の
沖
売
り
・

抜
け
売
り
の
横
行
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
魚
問
屋
・
魚
糶
場
は
、
運
上
銀
・

冥
加
銀
上
納
と
引
き
換
え
に
、
領
主
権
力
の
強
制
力
に
よ
る
取
締
り
に
依
存
し

な
が
ら
、独
占
的
販
売
権
の
維
持
を
図
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

魚
問
屋
株
・
魚
糶
場
株
制
度
の
広
範
な
存
在
も
ま
た
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
漁
民

の
自
立
度
の
高
さ
を
反
映
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

魚
問
屋
・
魚
市
場
の
重
要
な
機
能
の
一
つ
に
、
魚
代
金
の
決
済
機
能
、
す
な

わ
ち
漁
民
へ
の
安
定
的
な
代
金
支
払
い
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
の
魚
市
場
と
商

估
（
魚
仲
買
）
と
の
関
係
で
も
、
日
本
海
と
瀬
戸
内
海
で
は
地
域
差
が
存
在
し

て
い
た
。日
本
海
地
域
は
、商
估
の
魚
代
銀
支
払
い
は
即
日
現
金
決
済
が
多
か
っ

た
の
に
対
し
、
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
掛
売
（
後
日
払
い
）
の
契
約
が
多
数
を
占

め
て
い
た
。
こ
の
た
め
瀬
戸
内
海
地
域
の
魚
市
場
で
は
、
商
估
に
対
す
る
売
掛

金
の
貸
付
が
嵩
み
、
一
方
で
商
估
の
未
納
金
を
立
て
替
え
て
漁
民
に
支
払
う
必

要
か
ら
、
そ
の
経
営
を
圧
迫
さ
れ
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
た
。
こ
の
違
い
も
ま

二
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た
、
魚
市
場
に
対
す
る
漁
民
の
自
立
度
を
反
映
し
て
い
る
。
漁
民
が
魚
売
却
先

を
選
択
可
能
だ
っ
た
瀬
戸
内
海
地
域
の
場
合
、商
估
が
多
数
参
集
す
る
こ
と
が
、

漁
民
を
自
己
の
魚
市
場
に
誘
引
す
る
た
め
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
日
本
海

地
域
の
よ
う
に
即
金
決
済
を
強
い
て
、
未
納
金
の
多
い
商
估
の
参
加
を
拒
否
す

る
よ
う
な
制
度
を
と
っ
て
し
ま
う
と
、
参
集
す
る
商
估
の
数
が
減
少
し
、
却
っ

て
漁
民
も
そ
の
魚
市
場
に
漁
獲
物
を
持
ち
込
ま
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ

り
多
く
の
商
估
を
呼
び
込
む
た
め
、
戻
し
金
の
割
合
を
増
や
し
た
り
、
掛
売
を

容
認
し
て
商
估
へ
の
貸
付
も
増
加
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
瀬
戸
内
海
地
域
の
魚

市
場
の
実
情
だ
っ
た
。
魚
問
屋
・
魚
市
場
と
漁
民
の
関
係
が
固
定
さ
れ
て
い
た

日
本
海
地
域
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
商
估
へ
の
優
遇
策
が
、
瀬
戸
内
海

地
域
で
多
数
確
認
さ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　

で
は
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
漁
民
の
自
立
度
が
高
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
こ
の
地
域
の
漁
業
技
術
の

高
さ
で
あ
る
。
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
、
近
世
初
期
頃
か
ら
上
方
漁
民
が
多
数
入

漁
し
、
先
進
的
漁
業
技
術
の
伝
播
・
普
及
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
蓄
積
が
漁
獲
物

の
増
大
を
も
た
ら
し
、
漁
民
の
自
立
経
営
を
可
能
に
し
た
一
因
で
も
あ
っ
た
ろ

う
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
大
き
な
要
因
は
、
日
本
海
と
瀬
戸
内
海
と
い
う
二
つ

の
地
域
に
お
け
る
商
品
経
済
の
発
展
の
度
合
い
に
求
め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
一
般
に
防
長
地
域
で
は
、
山
陽
道
が
東
西
を
縦
貫
し
、
瀬
戸
内
海
海
運
の

発
展
が
見
ら
れ
た
瀬
戸
内
海
地
域
の
方
が
、
日
本
海
地
域
に
比
し
て
商
品
経
済

の
発
展
が
著
し
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
岩
国
・
徳
山
・
長
府
な
ど
の
城
下
町
に

加
え
、
宮
市
・
三
田
尻
・
山
口
な
ど
の
町
方
、
下
関
・
室
積
・
柳
井
な
ど
の
港

町
の
ほ
か
、
宿
場
町
や
在
町
、
塩
田
地
帯
な
ど
を
多
数
擁
す
る
瀬
戸
内
海
地
域

は
、
周
辺
諸
村
も
含
め
て
鮮
魚
類
の
大
き
な
需
要
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
漁

民
は
、
多
様
な
販
路
を
持
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
売
却
先
を
自
ら
の
意
思
で

選
択
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
の
販
路
は
、
防
長
両
国
内
に
限
ら
れ
ず
、
場

合
に
よ
っ
て
は
豊
前
国
や
安
芸
国
方
面
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
は
先
述
し
た

と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
漁
民
の
多
く
が
時
代
と
共
に
次
第
に
自
浦
の
魚

問
屋
・
魚
市
場
に
対
す
る
依
存
度
を
低
下
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
は
、
魚
市
場
や
販
路
の
乏
し
か
っ
た
日
本
海
地
域
と
の
決
定
的
な
相
違

点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
ま
と
め
れ
ば
、
商
品
経
済
の
発

展
が
遅
れ
て
い
た
日
本
海
地
域
の
魚
問
屋
仕
入
制
は
、
浦
方
共
同
体
の
規
制
力

が
色
濃
く
残
存
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
古
い
時
代
の
原
初
的
形
態
を
と
ど
め

て
い
た
。
一
方
、
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
、
商
品
経
済
の
発
展
が
共
同
体
規
制
を

後
退
さ
せ
、
魚
問
屋
仕
入
制
が
動
揺
・
解
体
過
程
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
新
た
な

段
階
に
あ
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
「
魚
市
場
慣
行
調
」
の
分
析
を
通
じ
て
、
引
船
制
度
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
な
問
屋
と
漁
民
の
関
係
が
強
固
な
魚
問
屋
仕
入
制
を
日
本
海
類
型
、
漁
民

の
自
立
度
が
高
く
問
屋
と
の
関
係
が
緩
や
か
な
魚
問
屋
仕
入
制
を
瀬
戸
内
海
類

型
と
し
て
、
お
お
ま
か
に
海
域
別
の
特
徴
は
把
握
で
き
た
と
考
え
る
が
、
残
さ

れ
た
課
題
も
多
い
。
特
に
、
本
研
究
の
も
う
一
つ
の
目
的
で
あ
っ
た
漁
村
の
内

部
構
造
に
関
し
て
は
、
瀬
戸
内
海
地
域
に
つ
い
て
未
解
明
の
部
分
が
多
い
。
例

え
ば
、
日
本
海
地
域
で
魚
問
屋
が
果
た
し
て
い
た
漁
民
の
年
貢
・
諸
懸
の
徴
収

機
能
は
、
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
漁
民
の

二
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発
言
力
が
増
大
す
る
瀬
戸
内
海
地
域
の
浦
方
社
会
に
お
い
て
、
魚
問
屋
の
地
位

や
地
域
運
営
の
在
り
方
は
ど
の
様
に
変
貌
し
て
い
っ
た
の
か
。
ま
た
、
こ
れ
は

両
海
域
に
共
通
す
る
問
題
だ
が
、
釣
漁
や
網
漁
と
い
っ
た
漁
法
の
違
い
は
魚
問

屋
仕
入
制
を
ど
の
様
に
規
定
し
て
い
た
の
か
、
中
で
も
網
主
と
魚
問
屋
の
関
係

は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
も
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。
こ
う
し

た
点
は
、
明
治
期
の
県
の
調
査
で
あ
る
「
魚
市
場
慣
行
調
」
だ
け
で
は
十
分
に

と
ら
え
る
事
が
で
き
な
い
た
め
、
筆
者
が
か
つ
て
行
っ
た
江
崎
浦
や
埴
生
浦
の

研
究
の
よ
う
に
、
個
別
の
浦
方
の
事
例
を
も
っ
と
掘
り
下
げ
て
研
究
を
進
め
て

い
く
必
要
を
痛
感
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
防
長
地
域
（
山
口
県
地
域
）
に
限
っ
て
は
、
二
つ
の
海
域
の
魚
問
屋

仕
入
制
の
類
型
や
相
違
点
を
大
ま
か
に
明
ら
か
に
で
き
た
一
方
で
、
そ
れ
が
ど

の
程
度
、
他
地
域
に
敷
衍
で
き
る
現
象
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て

も
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
山
陰
や
山
陽
、
四
国
、
九
州

な
ど
近
隣
諸
地
域
の
魚
問
屋
制
度
と
の
比
較
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
意
味
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
魚
問
屋
仕
入
制
度
の
第
三
の
類
型
と
し
て

想
定
し
た
商
主
制
度
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
商
主
制
度
は
、
芸
州
広
島
藩

領
や
伊
予
宇
和
島
藩
領
に
も
確
認
さ
れ
、
少
な
く
と
も
芸
予
防
三
ヶ
国
一
帯
の

海
域
に
存
在
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
周
防
国
大
島
郡
な
ど
の
沖
合
島
嶼
部
地

域
に
魚
市
場
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
代
わ
り
に
商
主
制
度
が
展
開
し
て
い

た
可
能
性
を
論
じ
た
が
、
こ
れ
は
多
分
に
推
論
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
芸
州
倉
橋
島
の
事
例
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
魚
市
場
・
魚
糶
場

と
い
う
漁
獲
物
売
買
の
「
場
」
を
提
供
す
る
形
態
と
は
別
類
型
の
、
い
わ
ば
魚

商
的
な
魚
問
屋
仕
入
制
が
近
世
期
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
今

後
の
分
析
で
も
注
目
し
て
い
く
必
要
を
感
じ
て
い
る
（
13
）。
周
防
国
大
島
郡
一

帯
に
お
け
る
商
主
制
に
関
し
て
は
、
特
に
近
世
期
の
実
態
解
明
が
進
ん
で
い
な

い
が
、
今
後
は
漁
民
と
商
主
の
関
係
な
ど
に
着
目（
14
）し
な
が
ら
、
史
料
の
発

掘
と
研
究
の
深
化
に
努
め
て
い
き
た
い
。

【
注
】

 

（
１�

）
拙
稿
「
厚
狭
郡
埴
生
浦
に
お
け
る
魚
糶
場
と
仕
入
～
長
門
国
瀬
戸
内
海

沿
岸
地
域
に
お
け
る
魚
市
場
の
一
形
態
～
」（『
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
第

八
号
、
二
〇
一
二
年
）。

 

（
２�

）「
魚
糶
場
規
則
」
の
公
布
は
、
明
治
六
年
と
す
る
記
述
と
七
年
と
す
る

記
述
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
丸
尾
崎
魚
市
場
の
調
書
の
記
載
に

よ
っ
た
。

 

（
３�

）拙
稿「
室
積
浦
と
佐
郷
島
の
事
例
に
見
る
立
浦
・
端
浦
制
度
の
実
態
」（『
や

ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
第
六
号
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

 

（
４�

）拙
稿「
萩
藩
瀬
戸
内
海
地
域
に
お
け
る
立
浦
・
端
浦
制
度
の
成
立
と
特
徴
」

（『
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
第
五
号
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

 
（
５�
）「
魚
市
場
慣
行
調
」
に
よ
れ
ば
、こ
の
出
店
は
一
年
ほ
ど
で
廃
止
と
な
っ

た
た
め
、
麻
郷
村
戎
ケ
下
で
は
、
同
村
の
年
寄
で
あ
っ
た
吉
村
利
平
が
明

治
元
年
（
一
八
六
八
）
八
月
に
改
め
て
魚
市
場
を
創
設
し
て
い
る
。

 

（
６�

）
宮
本
常
一
『
瀬
戸
内
海
の
研
究
』（
未
来
社
、一
九
六
五
年
）
六
一
六
頁
。

二
三



 
（
７�

）
伊
藤
彰
「
長
門
江
崎
浦
中
野
清
巳
談
話
（
二
）」（
梅
光
女
学
院
大
学
『
地

域
文
化
研
究
』
一
四
号
、
一
九
九
九
年
）。

 

（
８�
）『
新
修
広
島
市
史
』
第
三
巻
社
会
経
済
編
（
一
九
五
九
年
）
な
ど
。

 

（
９�

）
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）「（
水
産
）
例
規
」
第
一
冊
宇
和
島
藩
（
愛

媛
県
立
図
書
館
所
蔵
・
愛
媛
県
行
政
史
料
）。
本
史
料
は
愛
媛
県
に
お
け

る
旧
藩
時
漁
政
調
書
で
あ
る
。

 

（
10�

）
平
郡
島
・
浅
海
家
文
書
Ａ
四
一
（
柳
井
市
立
図
書
館
所
蔵
）。
詳
細
は

拙
稿
「
平
郡
島
に
お
け
る
舸
子
役
と
漁
業
権
」（『
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』

第
七
号
、
二
〇
一
一
年
）
に
収
録
。

 

（
11�

）『
東
和
町
誌
』
各
論
編
第
三
巻
「
漁
業
誌
」（
森
本
孝
、
一
九
八
六
年
）。

 

（
12�

）『
新
修
広
島
市
史
』
七
巻
資
料
編
二
（
一
九
六
〇
年
）
所
収
の
寛
政
十

一
年
（
一
七
九
九
）〔
生
魚
問
屋
連
名
嘆
願
書
〕（
二
九
九
～
三
〇
二
頁
）

お
よ
び
『
倉
橋
町
史
・
資
料
編
Ⅲ
』（
一
九
九
一
年
）
所
収
の
明
治
十
九

年
（
一
八
八
六
）「
活
魚
主
業
慣
行
届
」（
三
二
五
～
三
三
〇
頁
）。

 

（
13�

）
例
え
ば
、豊
浦
郡
矢
玉
浦
の
引
船
問
屋
で
あ
っ
た
村
屋
内
田
家
の
場
合
、

矢
玉
浦
で
配
下
の
引
船
漁
民
を
対
象
に
魚
市
場
を
経
営
す
る
一
方
、
自
ら

手
船
を
所
有
し
て
大
坂
の
雑
喉
場
・
靫
魚
市
場
や
尾
道
魚
市
場
に
漁
獲
物

を
輸
送
し
販
売
す
る
な
ど
の
魚
商
行
為
も
手
が
け
て
い
た
（
拙
稿
「
防
長

の
浦
方
と
漁
業
」、『
山
口
県
史
・
史
料
編
・
近
世
四
』
解
説
、
五
六
～
五

八
頁
、
二
〇
〇
八
年
）。
こ
れ
な
ど
は
、
魚
市
場
と
商
主
の
二
つ
の
魚
問

屋
形
態
を
兼
ね
合
わ
せ
た
経
営
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
漁
獲
物
市
場
の
限

ら
れ
た
日
本
海
地
域
の
限
界
を
克
服
す
る
た
め
の
展
開
で
は
な
か
っ
た
か

と
推
測
さ
れ
る
。

 

（
14�

）
伊
藤
彰
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
山
口
県
下
大
島
郡
の
商
主
慣
行
が
「
沖

売
り
」
に
よ
っ
て
動
揺
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
大
正
時
代
に
な
っ
て
か
ら

で
あ
る
と
い
う
。
一
方
、
広
島
藩
倉
橋
島
の
商
主
の
事
例
で
は
、
寛
政
十

一
年
（
一
七
九
九
）
に
す
で
に
配
下
の
漁
船
に
よ
る
「
沖
合
直
買
」
が
問

題
に
な
っ
て
い
る（
前
掲
・
新
修
広
島
市
史
資
料
編
）。
同
じ
島
嶼
部
で
も
、

広
島
城
下
と
い
う
巨
大
な
市
場
を
控
え
る
倉
橋
島
の
漁
民
の
方
が
、
商
主

か
ら
の
相
対
的
自
立
度
を
強
め
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

【
付
記
】

　

本
稿
の
前
半
部
分
は
『
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
第
九
号
（
二
〇
一
三
年
）
に

掲
載
し
た
。

　

本
稿
は
平
成
二
二
～
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
仕

入
と
魚
市
場
を
指
標
に
見
る
近
世
漁
村
の
内
部
構
造
と
地
域
類
型
に
関
す
る
研

究
」（
研
究
代
表
者
・
木
部
和
昭
、
課
題
番
号
二
二
五
二
〇
六
七
四
）
の
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

二
四



二
五



二
六



付図　本稿で取り上げた魚市場の所在地

二
七



別表４　明治19年「魚市場慣行調」厚狭郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

厚
狭
郡

宇部村草江 藤田繁之丞 明治12年7月 10% 記載なし 204.616�

西須恵村刈屋 磯部浦助ほか15
名 天明８年 10% 木戸刈屋浦漁人は口銭5%か 記載なし 2731.400� 藩政期の魚糶座株、給領主の吉敷毛利家へ運上銭３貫目を上納。

藤曲村居能浦 中村直輔ほか３
名

文政末～天保初
年 10% 明治10年に6%に引き下げ→3%納税、1%公

立学費・浦方経費、2%市場主手数料 記載なし 6067.833�

東須恵村妻崎 伊藤勝右衛門 不詳（藩政期か） 8% 記載なし 682.072�
西高泊村後潟 松原良介 明治15年8月 10% 記載なし 9.017�

埴生村埴生浦 八島藤輔 化政期頃 10% 2%波戸負債弁償金、3.3%税金
1.2%浦方立戻金、3.5%営業者利益 浦方資本金として漁船1艘に付金2円を仕入 2313.000� 詳細は拙稿「厚狭郡埴生浦における魚糶場と仕入」を参照

別表５　明治19年「魚市場慣行調」吉敷郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

吉
敷
郡

下郷村小郡 嶋本竹蔵 明治17年1月 10% 商估に1%の戻し金 記載なし 5254.133�

秋穂東本郷村秋穂
浦 有富源兵衛 宝暦10年12月 9% 3%税金、6%口銭（手数料） かつては仕入を実施するが、この当時は廃

止。 1292.430�

・宝暦10年に給領主井原氏より竹島屋源六（有富）に免許。
御利徳銀80文銭100目を上納。
・米倉の市場と交代営業（月の前半を有富、後半を米倉
が営業）。
・漁民の直売などで仕入を廃止した経緯を記載。

秋穂東本郷村秋穂
浦 米倉民十良 享保5年8月 9% 有富市場と同じと推定 かつては仕入を実施するが、この当時は廃

止。 780.583�
・有富の市場と交代営業（月の前半を有富、後半を米倉
が営業）。
・仕入廃止の経緯を記載。

秋穂東本郷村大海
浦 桝村又三郎 明治11年8月 記載なし 1670.909�

秋穂東本郷村大海
浦 小川太作 明治16年3月 記載なし 1761.166�

秋穂西本郷村黒潟 村岡治郎 明治14年6月 10% 3%税金、7%口銭 記載なし 289.532�
佐山村新地 河村平左衛門 明治12年8月 10% 記載なし 1429.236�

東岐波村丸尾崎 部坂新兵衛
古谷帳左衛門 天保8年正月 7.5% 3%税金、3.5%市場主労力費

0.6％糴座諸費、0.4%中使労力費
明治15年までは「漁民非常手当金」1%を
徴収していたが、その後廃止される。
「漁人仕入金貸帳」あり。

2960.391�
・明治7年以前の口銭は6%だったが、県の規定で10%に
すると漁民が難渋するため、9%と定め、後に7.5%に引
き下げた経緯を記載。
・漁民の市場を通さない直接販売が問題視される。

江崎村龍神崎 岩崎国蔵 明治14年3月 10% 0.6%商估戻し金 記載なし 90.000�
嘉川村嘉川前 小池吉太郎 明治17年4月 10% 記載なし 287.456�

井関村阿知須浦東 林泰二郎
松岡節之助 明治11年8月 8% 3%税金、0.4%鍵取（糶売人）

0.2%漁人立戻金

「該問屋ヨリ資本金貸付之漁人ハ他問屋又
ハ魚商之者ニ而モ魚類壱尾モ直売直買等ハ
一切仕間敷様契約」（明治11年）、「漁人貸
金帳」あり。

3707.835� 漁人の直売買・抜売が問題になる。

井関村阿知須浦 武重柳吉
田中清之進 天明5年 8%

3%税金、3.5%問屋
0.6％諸雑用、0.4%中使労力費
0.5%市場減税分漁夫中へ立下し

「漁夫貸金帳」あり（其困難者江漁具其他
修繕之節貸与シタル分ヲ記入ニ供ス）。 2306.271�

・明治6年までは口銭6%だったが、県の布達を受けて漁
民と協議して口銭を設定。
・文化11年より天保7年まで、給領主の右田毛利家へ毎年、
魚糶座株運上銀80文銭1貫100目を上納。天保7年よりは
「漁夫成立之使用ニ供ス仕組銀」として年々500目も併せ
て上納。慶応2～3年の運上銀は藩札3貫目、明治元年よ
りは藩札9貫500目と仕組銀500目の計10貫目を上納。

西岐波村床波浦 高杉久之助 寛政12年 7.1% 3%税金、4.1％市場主得金

漁人に身分相応の資本金を貸付ける。その
使途は時々の漁具仕入金・喰料等であり、
貸金は無利子で行う。
「漁人貸付帳」あり。
「魚商・漁人の者へ多分の貸付金がある」
ことに起因して請負金額や運上銀の負担が
重い（幕末～明治初期）。

7000.000�

・明治3年以前の口銭は5%、3年より御改革のため6%に
なり、6年の山口県布達で10%となったが、実際には明
治18年までは8%の口銭を徴収。19年正月よりさらに減
額して7.1%になる。
・慶応元年正月、本来の魚糶座株所有主である三井庄兵
衛より高杉久之助が10年間、年藩札1貫400目と金10両（札
銀750匁）で営業を請け負う。明治2年に給領主福原家が
魚糶座株を買い上げたため、高杉は藩札6貫500目を福原
家に請負金として上納する事になる。さらに、その株の
払い下げのために藩札65貫目を支払う。
・明治3年11月頃には運上として藩札10貫目を上納する
よう郡用局より指令あり。
・漁人の直売買の悪弊を指摘。

西岐波村床波浦 西村文之進 明治12年3月 8% 3%税金、5%市場主利益
漁人に身分相応の資本金を貸付ける。その
使途は時々の漁具仕入金・喰料等であり、
貸金は無利子で行う。帳簿なし。

400.000�

二
八



別表４　明治19年「魚市場慣行調」厚狭郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

厚
狭
郡

宇部村草江 藤田繁之丞 明治12年7月 10% 記載なし 204.616�

西須恵村刈屋 磯部浦助ほか15
名 天明８年 10% 木戸刈屋浦漁人は口銭5%か 記載なし 2731.400� 藩政期の魚糶座株、給領主の吉敷毛利家へ運上銭３貫目を上納。

藤曲村居能浦 中村直輔ほか３
名

文政末～天保初
年 10% 明治10年に6%に引き下げ→3%納税、1%公

立学費・浦方経費、2%市場主手数料 記載なし 6067.833�

東須恵村妻崎 伊藤勝右衛門 不詳（藩政期か） 8% 記載なし 682.072�
西高泊村後潟 松原良介 明治15年8月 10% 記載なし 9.017�

埴生村埴生浦 八島藤輔 化政期頃 10% 2%波戸負債弁償金、3.3%税金
1.2%浦方立戻金、3.5%営業者利益 浦方資本金として漁船1艘に付金2円を仕入 2313.000� 詳細は拙稿「厚狭郡埴生浦における魚糶場と仕入」を参照

別表５　明治19年「魚市場慣行調」吉敷郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

吉
敷
郡

下郷村小郡 嶋本竹蔵 明治17年1月 10% 商估に1%の戻し金 記載なし 5254.133�

秋穂東本郷村秋穂
浦 有富源兵衛 宝暦10年12月 9% 3%税金、6%口銭（手数料） かつては仕入を実施するが、この当時は廃

止。 1292.430�

・宝暦10年に給領主井原氏より竹島屋源六（有富）に免許。
御利徳銀80文銭100目を上納。
・米倉の市場と交代営業（月の前半を有富、後半を米倉
が営業）。
・漁民の直売などで仕入を廃止した経緯を記載。

秋穂東本郷村秋穂
浦 米倉民十良 享保5年8月 9% 有富市場と同じと推定 かつては仕入を実施するが、この当時は廃

止。 780.583�
・有富の市場と交代営業（月の前半を有富、後半を米倉
が営業）。
・仕入廃止の経緯を記載。

秋穂東本郷村大海
浦 桝村又三郎 明治11年8月 記載なし 1670.909�

秋穂東本郷村大海
浦 小川太作 明治16年3月 記載なし 1761.166�

秋穂西本郷村黒潟 村岡治郎 明治14年6月 10% 3%税金、7%口銭 記載なし 289.532�
佐山村新地 河村平左衛門 明治12年8月 10% 記載なし 1429.236�

東岐波村丸尾崎 部坂新兵衛
古谷帳左衛門 天保8年正月 7.5% 3%税金、3.5%市場主労力費

0.6％糴座諸費、0.4%中使労力費
明治15年までは「漁民非常手当金」1%を
徴収していたが、その後廃止される。
「漁人仕入金貸帳」あり。

2960.391�
・明治7年以前の口銭は6%だったが、県の規定で10%に
すると漁民が難渋するため、9%と定め、後に7.5%に引
き下げた経緯を記載。
・漁民の市場を通さない直接販売が問題視される。

江崎村龍神崎 岩崎国蔵 明治14年3月 10% 0.6%商估戻し金 記載なし 90.000�
嘉川村嘉川前 小池吉太郎 明治17年4月 10% 記載なし 287.456�

井関村阿知須浦東 林泰二郎
松岡節之助 明治11年8月 8% 3%税金、0.4%鍵取（糶売人）

0.2%漁人立戻金

「該問屋ヨリ資本金貸付之漁人ハ他問屋又
ハ魚商之者ニ而モ魚類壱尾モ直売直買等ハ
一切仕間敷様契約」（明治11年）、「漁人貸
金帳」あり。

3707.835� 漁人の直売買・抜売が問題になる。

井関村阿知須浦 武重柳吉
田中清之進 天明5年 8%

3%税金、3.5%問屋
0.6％諸雑用、0.4%中使労力費
0.5%市場減税分漁夫中へ立下し

「漁夫貸金帳」あり（其困難者江漁具其他
修繕之節貸与シタル分ヲ記入ニ供ス）。 2306.271�

・明治6年までは口銭6%だったが、県の布達を受けて漁
民と協議して口銭を設定。
・文化11年より天保7年まで、給領主の右田毛利家へ毎年、
魚糶座株運上銀80文銭1貫100目を上納。天保7年よりは
「漁夫成立之使用ニ供ス仕組銀」として年々500目も併せ
て上納。慶応2～3年の運上銀は藩札3貫目、明治元年よ
りは藩札9貫500目と仕組銀500目の計10貫目を上納。

西岐波村床波浦 高杉久之助 寛政12年 7.1% 3%税金、4.1％市場主得金

漁人に身分相応の資本金を貸付ける。その
使途は時々の漁具仕入金・喰料等であり、
貸金は無利子で行う。
「漁人貸付帳」あり。
「魚商・漁人の者へ多分の貸付金がある」
ことに起因して請負金額や運上銀の負担が
重い（幕末～明治初期）。

7000.000�

・明治3年以前の口銭は5%、3年より御改革のため6%に
なり、6年の山口県布達で10%となったが、実際には明
治18年までは8%の口銭を徴収。19年正月よりさらに減
額して7.1%になる。
・慶応元年正月、本来の魚糶座株所有主である三井庄兵
衛より高杉久之助が10年間、年藩札1貫400目と金10両（札
銀750匁）で営業を請け負う。明治2年に給領主福原家が
魚糶座株を買い上げたため、高杉は藩札6貫500目を福原
家に請負金として上納する事になる。さらに、その株の
払い下げのために藩札65貫目を支払う。
・明治3年11月頃には運上として藩札10貫目を上納する
よう郡用局より指令あり。
・漁人の直売買の悪弊を指摘。

西岐波村床波浦 西村文之進 明治12年3月 8% 3%税金、5%市場主利益
漁人に身分相応の資本金を貸付ける。その
使途は時々の漁具仕入金・喰料等であり、
貸金は無利子で行う。帳簿なし。

400.000�

二
九



別表６　明治19年「魚市場慣行調」佐波郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

佐
波
郡

三田尻福聚町 安村・熊谷・内
田 元禄年中 10% 3%税金、0.5%町村費、2%商估へ戻し金

4.5%市場諸費・魚商払不足・漁人貸・益金
口銭の一部(4.5%)が漁人貸に充てられる。
帳簿に「漁人貸金仕詰帳」あり。 25510.202�

・商估割り戻しは明治6年以来6%だったが、明治11年に
新田村に新魚市場が創出された為、2%に引き下げられ
た。
・富海、向ケ島、野島。中ノ浦、馬島、福川、串ヶ浜、室積、
牛島、姫島、徳浪、次雲の漁人と魚糶場の約定証書を交
わす（明治8年7月）。

新田村庚午新町 矢田一亀 明治11年8月 10%
3%税金、3%商估へ歩戻金
4%諸入費・漁商払不足・漁人貸金を支出
し残額が市場主益金

口銭の一部（4%）が漁人貸金に充てられる。 7191.534�

新田村問屋口 小泉貞吉 慶応元年 10% 2%商估へ歩戻金
8%税金・営業割町村費其他雑費に充てる 記載なし 2768.799�

田島村中ノ関字沖 木原吉五郎 明治13年2月 10% 2%商估へ歩戻金 記載なし 4205.272� 田島村字中ノ関・中ノ浦・向島字郷ヶ崎・小田・富海の５ヶ所漁人の魚を先売り。

田島村中ノ浦 内田好五郎 明治11年8月 10% 2%商估へ歩戻金 記載なし 1418.075� 田島村字中ノ関・中ノ浦・向島字郷ヶ崎・小田・富海の５ヶ所漁人の魚を先売り。
西浦小茅 中村新輔 不詳 10% 2%商估へ歩戻金 記載なし 971.679�
江泊村末田 三宅文吉 文化4年 10% 3%税金、2%諸費、5%利益 記載なし 985.844� ・魚商の未払金貸込みが約2%を占める。

富海村浦開作 石川藤一郎
清水喜作 宝暦5年 10% 3%税金、2.1%諸費、4.9%利益

（1%町立銀、1%仲買へ：万延元年） 記載なし 1644.300�

・魚商の未払金貸込みが約2%を占める。
・富海、田島、向島、中ノ浦漁民は優先して糶にかける。
・万延元年11月、田中屋紋左衛門が地下魚市場を免許さ
れ、運上銀80文銭300目を藩に上納し、口銭の内1%を町
立銀として町役所に納入する。

別表７　明治19年「魚市場慣行調」都濃郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

都
濃
郡

西豊井村浦町 中村米三 文化4年8月 7% 口銭とは別に仕入引当10%を徴収
旧盆暮の両度に仕入金として一円五十銭位
の金額を漁人へ貸与、毎糴々上金の十分の
一を前貸へ当て引き去り算用す

2813.935�

西豊井村新町 下瀬伝兵衛 文化4年8月 7% 口銭とは別に仕入引当10%を徴収
旧盆暮の両度に仕入金として一円五十銭位
の金額を漁人へ貸与、毎糴々上金の十分の
一を前貸へ当て引き去り算用す

4051.009�

東豊井村松ヶ崎 松嶋まさ 明治15年7月 7%

毎年旧の盆暮の両度に仕入金として五十銭
より一円位の金額を漁人へ貸与へ、其后盆
暮の間捕漁糴上金の多分有之時、前貸与た
る金額を引去り残金を渡す事に契約す

2233.023�

末武下村西市 白倉三治郎 明治10年11月 10% 記載なし 756.063�

櫛ヶ浜村礒町 村井金作 明治2年11月 10% 口銭とは別に仕入引当10%を徴収
地下魚人エハ旧七月・同十二月年両度仕入
金トシテ相当ノ前貸ヲナシ、売上高金一割
引ニシテ払込ノ契約

3602.681�

・漁人へ漁具ノ仕込ヲ充分ニシ捕漁ノ業ヲ盛大ナラシメ、
魚類ノ沢山ヲ要シ候事。
・藩政期中から魚糶場を経営。
・明治4年に一年に藩札10貫目宛を納税して永代の株筋
を民事局から免許される。
・都濃郡粭島・馬島・野島等の漁人惣代と依頼書を取換、
魚類持出居候。

櫛ヶ浜村東礒町 岸田勝之助 明治12年8月 10% 先方に拠ては仕入金として前金を貸渡、仕
切金之内を以て幾分か追々請方之事 3354.142�

櫛ヶ浜村礒町 浜田耕作 明治8年8月 10% 記載なし 3690.049�

栗屋村二葉開作 温石為造 明治18年4月 10% 漁人へ漁具ノ仕込ヲ充分ニシ捕漁ノ業ヲ盛
大ナラシメ、魚類ノ沢山ヲ要シ候事 －

徳山村東浜崎 唐津音熊 明治15年9月 10% 記載なし 2499.222�
福川村西中町 椎木嘉吉 明治14年5月 10% 記載なし 12342.951�

福川村西浜 富嶋安太郎 明治14年5月 10% 記載なし 7006.682�
・同盟加入者によって設立。
・近来、市場を経ずに直に大漁人から直買する商估が増
えてきた。

福川村東中町 田中音吉 明治14年5月 10% 3%税金、7%維持費 記載なし 919.049�
戸田村四郎谷 松本弥五郎 明治12年8月 記載なし 記載なし 300.195�

三
〇



別表６　明治19年「魚市場慣行調」佐波郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

佐
波
郡

三田尻福聚町 安村・熊谷・内
田 元禄年中 10% 3%税金、0.5%町村費、2%商估へ戻し金

4.5%市場諸費・魚商払不足・漁人貸・益金
口銭の一部(4.5%)が漁人貸に充てられる。
帳簿に「漁人貸金仕詰帳」あり。 25510.202�

・商估割り戻しは明治6年以来6%だったが、明治11年に
新田村に新魚市場が創出された為、2%に引き下げられ
た。
・富海、向ケ島、野島。中ノ浦、馬島、福川、串ヶ浜、室積、
牛島、姫島、徳浪、次雲の漁人と魚糶場の約定証書を交
わす（明治8年7月）。

新田村庚午新町 矢田一亀 明治11年8月 10%
3%税金、3%商估へ歩戻金
4%諸入費・漁商払不足・漁人貸金を支出
し残額が市場主益金

口銭の一部（4%）が漁人貸金に充てられる。 7191.534�

新田村問屋口 小泉貞吉 慶応元年 10% 2%商估へ歩戻金
8%税金・営業割町村費其他雑費に充てる 記載なし 2768.799�

田島村中ノ関字沖 木原吉五郎 明治13年2月 10% 2%商估へ歩戻金 記載なし 4205.272� 田島村字中ノ関・中ノ浦・向島字郷ヶ崎・小田・富海の５ヶ所漁人の魚を先売り。

田島村中ノ浦 内田好五郎 明治11年8月 10% 2%商估へ歩戻金 記載なし 1418.075� 田島村字中ノ関・中ノ浦・向島字郷ヶ崎・小田・富海の５ヶ所漁人の魚を先売り。
西浦小茅 中村新輔 不詳 10% 2%商估へ歩戻金 記載なし 971.679�
江泊村末田 三宅文吉 文化4年 10% 3%税金、2%諸費、5%利益 記載なし 985.844� ・魚商の未払金貸込みが約2%を占める。

富海村浦開作 石川藤一郎
清水喜作 宝暦5年 10% 3%税金、2.1%諸費、4.9%利益

（1%町立銀、1%仲買へ：万延元年） 記載なし 1644.300�

・魚商の未払金貸込みが約2%を占める。
・富海、田島、向島、中ノ浦漁民は優先して糶にかける。
・万延元年11月、田中屋紋左衛門が地下魚市場を免許さ
れ、運上銀80文銭300目を藩に上納し、口銭の内1%を町
立銀として町役所に納入する。

別表７　明治19年「魚市場慣行調」都濃郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

都
濃
郡

西豊井村浦町 中村米三 文化4年8月 7% 口銭とは別に仕入引当10%を徴収
旧盆暮の両度に仕入金として一円五十銭位
の金額を漁人へ貸与、毎糴々上金の十分の
一を前貸へ当て引き去り算用す

2813.935�

西豊井村新町 下瀬伝兵衛 文化4年8月 7% 口銭とは別に仕入引当10%を徴収
旧盆暮の両度に仕入金として一円五十銭位
の金額を漁人へ貸与、毎糴々上金の十分の
一を前貸へ当て引き去り算用す

4051.009�

東豊井村松ヶ崎 松嶋まさ 明治15年7月 7%

毎年旧の盆暮の両度に仕入金として五十銭
より一円位の金額を漁人へ貸与へ、其后盆
暮の間捕漁糴上金の多分有之時、前貸与た
る金額を引去り残金を渡す事に契約す

2233.023�

末武下村西市 白倉三治郎 明治10年11月 10% 記載なし 756.063�

櫛ヶ浜村礒町 村井金作 明治2年11月 10% 口銭とは別に仕入引当10%を徴収
地下魚人エハ旧七月・同十二月年両度仕入
金トシテ相当ノ前貸ヲナシ、売上高金一割
引ニシテ払込ノ契約

3602.681�

・漁人へ漁具ノ仕込ヲ充分ニシ捕漁ノ業ヲ盛大ナラシメ、
魚類ノ沢山ヲ要シ候事。
・藩政期中から魚糶場を経営。
・明治4年に一年に藩札10貫目宛を納税して永代の株筋
を民事局から免許される。
・都濃郡粭島・馬島・野島等の漁人惣代と依頼書を取換、
魚類持出居候。

櫛ヶ浜村東礒町 岸田勝之助 明治12年8月 10% 先方に拠ては仕入金として前金を貸渡、仕
切金之内を以て幾分か追々請方之事 3354.142�

櫛ヶ浜村礒町 浜田耕作 明治8年8月 10% 記載なし 3690.049�

栗屋村二葉開作 温石為造 明治18年4月 10% 漁人へ漁具ノ仕込ヲ充分ニシ捕漁ノ業ヲ盛
大ナラシメ、魚類ノ沢山ヲ要シ候事 －

徳山村東浜崎 唐津音熊 明治15年9月 10% 記載なし 2499.222�
福川村西中町 椎木嘉吉 明治14年5月 10% 記載なし 12342.951�

福川村西浜 富嶋安太郎 明治14年5月 10% 記載なし 7006.682�
・同盟加入者によって設立。
・近来、市場を経ずに直に大漁人から直買する商估が増
えてきた。

福川村東中町 田中音吉 明治14年5月 10% 3%税金、7%維持費 記載なし 919.049�
戸田村四郎谷 松本弥五郎 明治12年8月 記載なし 記載なし 300.195�

三
一



別表８　明治19年「魚市場慣行調」熊毛郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

熊
毛
郡

佐賀村小森 増野兼純
河内山力槌 明治14年4月 約15.4% 記載なし 155.182�

麻郷村戎ヶ下 吉村利平 明治元年8月 15%
3%税金、1%雑費、8.5%市場主収益
1.5%魚売上取扱人に配当
1%商估へ戻し金

1%の雑費は「難渋ノ漁人ニ貸与又ハ諸入
費等ニ使用」 860.617�

・馬島・佐合島・牛島の漁人頭からの魚問屋依頼の委任
状あり（明治13年9月）。
・商估が漁人・魚生簀商と直接売買して難渋するという
記述あり。
・明治4年9月、魚問屋免許の冥加として年々銀500目を
麻郷村地下小貫に上納してきたのに加えて、勘場にも
200目を上納したいと出願。

麻郷村外崎 長野直記 明治14年8月 15%
3%税金、1%雑費、8.5%市場主収益
1.5%魚売上取扱人に配当
1%商估へ戻し金

1%の雑費は「難渋ノ漁人ニ貸与又ハ諸入
費等ニ使用」 279.350�

平生町戎町 松井太之輔 元禄期か 15%
3%税金、1%雑費、8.5%市場主収益
1.5%魚売上取扱人に配当
1%商估へ戻し金

1%の雑費は「難渋ノ漁人ニ貸与又ハ諸入
費等ニ使用」。
平生町松屋八郎右衛門願書（明和4年4月）
に「諸所之漁船へ仕入銀不仕候ハ而ハ参り
不申他領へ参り候故年々春々致仕入候」と
の記載あり。

1897.221�

・馬島・佐合島・牛島の漁人頭からの魚問屋依頼の委任
状あり（明治10年9月）。
・明和4年4月、大野毛利家給領時代から毎年上納してき
た魚問屋運上銀80文銭200目を、蔵入地になっても勘場
に上納したいと出願。
・沖合における魚仲買と漁人の直売買が幕末以来問題と
なっていた模様（嘉永5年・安政4年の上関代官所沙汰書
あり）。

室積浦江ノ浦 綿重宗一 安永元年3月 15% 10%税金その他諸費（3％税金）
5%貸付米償還

漁人と「年々陰暦十二月米若干ヲ貸付、而
シテ毎日仕切金ノ高五分ヲ預リ置、該預リ
金ヲ以貸付米価ヲ償却セシム」という契約
あり。

2181.870� 室積浦魚市場は、明治16年に東（江ノ浦）西（西ノ浜）二ヶ所に合併される。

室積浦江ノ浦 益永九兵衞 幕末頃 15% 10%税金その他諸費（3％税金）
5%貸付米償還 同上 1424.871� 同上

室積浦江ノ浦 重岡新兵衛 明治15年3月 15% 10%税金その他諸費（3％税金）
5%貸付米償還 同上 471.732� 同上

室積浦江ノ浦 河野弥吉 文化9年 15% 10%税金その他諸費（3％税金）
5%貸付米償還 同上 2953.952� 同上

室積浦西ノ浜 上杉嘉六 天保以前 15% 10%税金その他諸費（3％税金）
5%貸付米償還 同上 518.812� 同上

室積浦西ノ浜 福田栄蔵 近世期 15% 10%税金その他諸費（3％税金）
5%貸付米償還 同上 649.600� 同上

室積村新宮 梅本寛兵衛 明治11年4月 記載なし 記載なし 220.933� 浦ではなく「地方」の市場
浅江村川口 高橋嘉一郎 明治17年4月 10% 3%税金 記載なし 157.253�

別表９　明治19年「魚市場慣行調」玖珂郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

玖
珂
郡

室木村湊 福岡喜作 明治15年11月 13% 漁人に貸金を為し捕魚を他の市場に出さざ
るの契約 816.684�

柳井津町中坂屋町 窪田源右衛門
和木清吉

慶長期
弘化年中 12.5% 商估へ3%を割り戻す 記載なし 2500.410� ・嘉永6年12月、岩国藩達（魚問屋職に対する冥加として口銭の内より200匁宛を上納）

柳井村岸ノ下 竹原要次 明治12年7月 10% 記載なし ・漁人が市場開設を希望
（但し、この当時は休業中）

古開作村堤町 島津源次郎 明治14年3月 12.5% 記載なし 2616.703�

神代村石神 宮城源太 明治13年3月 12.5%
3%市場税、1.6%商估へ戻し金
2%使夫給金、5.31%市場費・市場主利益
0.59%維持法の為に年々積立金

記載なし 644.000� ・大島郡東西・安下庄村漁人と鮮魚売買の契約あり。

大畠村御蔵浜 角田忠兵衛 明治8年9月 記載なし 明治8年の漁民との契約「漁具本手金トシ
テ百円貸方致、追々返納之約定有」 489.973�

遠崎村東中浦 前田清八 明治9年2月 12.5%

3%市場税、1%商估へ戻し金
8%生簀船修理・使夫給等諸雑費を引き残
額が市場主利益
0.5%市場維持の為に年々積立金

明治8年の漁人中よりの願書に「越年米」「漁
具修甫金」の仕入依頼あり。 626.278� ・市場設立以前より「地下漁人へ折々漁具仕入貸」・生簀船を人別貸与

遠崎村東浦 伊藤金吾 明治13年12月 12.5% 前田清八市場に同じ 前田清八市場に同じ 651.672�

三
二



別表８　明治19年「魚市場慣行調」熊毛郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

熊
毛
郡

佐賀村小森 増野兼純
河内山力槌 明治14年4月 約15.4% 記載なし 155.182�

麻郷村戎ヶ下 吉村利平 明治元年8月 15%
3%税金、1%雑費、8.5%市場主収益
1.5%魚売上取扱人に配当
1%商估へ戻し金

1%の雑費は「難渋ノ漁人ニ貸与又ハ諸入
費等ニ使用」 860.617�

・馬島・佐合島・牛島の漁人頭からの魚問屋依頼の委任
状あり（明治13年9月）。
・商估が漁人・魚生簀商と直接売買して難渋するという
記述あり。
・明治4年9月、魚問屋免許の冥加として年々銀500目を
麻郷村地下小貫に上納してきたのに加えて、勘場にも
200目を上納したいと出願。

麻郷村外崎 長野直記 明治14年8月 15%
3%税金、1%雑費、8.5%市場主収益
1.5%魚売上取扱人に配当
1%商估へ戻し金

1%の雑費は「難渋ノ漁人ニ貸与又ハ諸入
費等ニ使用」 279.350�

平生町戎町 松井太之輔 元禄期か 15%
3%税金、1%雑費、8.5%市場主収益
1.5%魚売上取扱人に配当
1%商估へ戻し金

1%の雑費は「難渋ノ漁人ニ貸与又ハ諸入
費等ニ使用」。
平生町松屋八郎右衛門願書（明和4年4月）
に「諸所之漁船へ仕入銀不仕候ハ而ハ参り
不申他領へ参り候故年々春々致仕入候」と
の記載あり。

1897.221�

・馬島・佐合島・牛島の漁人頭からの魚問屋依頼の委任
状あり（明治10年9月）。
・明和4年4月、大野毛利家給領時代から毎年上納してき
た魚問屋運上銀80文銭200目を、蔵入地になっても勘場
に上納したいと出願。
・沖合における魚仲買と漁人の直売買が幕末以来問題と
なっていた模様（嘉永5年・安政4年の上関代官所沙汰書
あり）。

室積浦江ノ浦 綿重宗一 安永元年3月 15% 10%税金その他諸費（3％税金）
5%貸付米償還

漁人と「年々陰暦十二月米若干ヲ貸付、而
シテ毎日仕切金ノ高五分ヲ預リ置、該預リ
金ヲ以貸付米価ヲ償却セシム」という契約
あり。

2181.870� 室積浦魚市場は、明治16年に東（江ノ浦）西（西ノ浜）二ヶ所に合併される。

室積浦江ノ浦 益永九兵衞 幕末頃 15% 10%税金その他諸費（3％税金）
5%貸付米償還 同上 1424.871� 同上

室積浦江ノ浦 重岡新兵衛 明治15年3月 15% 10%税金その他諸費（3％税金）
5%貸付米償還 同上 471.732� 同上

室積浦江ノ浦 河野弥吉 文化9年 15% 10%税金その他諸費（3％税金）
5%貸付米償還 同上 2953.952� 同上

室積浦西ノ浜 上杉嘉六 天保以前 15% 10%税金その他諸費（3％税金）
5%貸付米償還 同上 518.812� 同上

室積浦西ノ浜 福田栄蔵 近世期 15% 10%税金その他諸費（3％税金）
5%貸付米償還 同上 649.600� 同上

室積村新宮 梅本寛兵衛 明治11年4月 記載なし 記載なし 220.933� 浦ではなく「地方」の市場
浅江村川口 高橋嘉一郎 明治17年4月 10% 3%税金 記載なし 157.253�

別表９　明治19年「魚市場慣行調」玖珂郡摘要

郡 所在地 市場主・総代人 創設年月
口銭（魚売
上高に対す
る引去額）

口銭内訳 仕入の有無 明治17年分
上り高（円） その他

玖
珂
郡

室木村湊 福岡喜作 明治15年11月 13% 漁人に貸金を為し捕魚を他の市場に出さざ
るの契約 816.684�

柳井津町中坂屋町 窪田源右衛門
和木清吉

慶長期
弘化年中 12.5% 商估へ3%を割り戻す 記載なし 2500.410� ・嘉永6年12月、岩国藩達（魚問屋職に対する冥加として口銭の内より200匁宛を上納）

柳井村岸ノ下 竹原要次 明治12年7月 10% 記載なし ・漁人が市場開設を希望
（但し、この当時は休業中）

古開作村堤町 島津源次郎 明治14年3月 12.5% 記載なし 2616.703�

神代村石神 宮城源太 明治13年3月 12.5%
3%市場税、1.6%商估へ戻し金
2%使夫給金、5.31%市場費・市場主利益
0.59%維持法の為に年々積立金

記載なし 644.000� ・大島郡東西・安下庄村漁人と鮮魚売買の契約あり。

大畠村御蔵浜 角田忠兵衛 明治8年9月 記載なし 明治8年の漁民との契約「漁具本手金トシ
テ百円貸方致、追々返納之約定有」 489.973�

遠崎村東中浦 前田清八 明治9年2月 12.5%

3%市場税、1%商估へ戻し金
8%生簀船修理・使夫給等諸雑費を引き残
額が市場主利益
0.5%市場維持の為に年々積立金

明治8年の漁人中よりの願書に「越年米」「漁
具修甫金」の仕入依頼あり。 626.278� ・市場設立以前より「地下漁人へ折々漁具仕入貸」・生簀船を人別貸与

遠崎村東浦 伊藤金吾 明治13年12月 12.5% 前田清八市場に同じ 前田清八市場に同じ 651.672�

三
三


